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⇔
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節
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鉱
山
女
性
労
働
者
保
護
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法
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岡
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、
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場
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法
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節
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案
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に
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正
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の
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働
者
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護
立
法
の
成
立
過
程

は
じ
め
に

こ
れ
ま

で
、
明
治

・
大
正
期

の
女
性

労
働
政
策

を
め
ぐ
り
、
第

一
章

に
お

い
て
、
女
性
労
働
政
策

に

つ
い
て
の
成

立
基

盤

に
関
し
多

角

的

に
分
析
し

て
き
た
。

ま
た
、
第

二
章

に
お

い
て
は
、
明
治

・
大
正
期

に
お

い
て
成
立

し
て
き
た
女
性

労
働

政
策

の
経
済
的
、
法
的
基
礎

を
分
析
し
、

さ
ら

に
女
性
労
働
政
策

が
具
体
的

に

い
か
な

る
展
開
を
し

て
き
た

か
に

つ
い
て
明

ら
か
に
し

て
き
た
。



明治 ・大正期の女性労働政策(五)・ 完176

本
章

で
は
、
明
治

・
大
正
期

の
女
性
労
働
政
策
立
法

で
あ

る
工
場

法

の
成

立
過

程
を
明
ら
か

に
す

る

こ
と
を
主
な

目
的

と
し

て
い
る
。

明
治

・
大
正
期

に
お

い
て
は
、
女
性
労
働
者

を
直
接
対
象

と
し
た
保
護
立

法
は
制
定

さ
れ
な

か

っ
た
。

し
か
し
、

こ
の
こ
と
は
、
国

・

政
府

が
、

女
性
労
働
者

の
法
的
保
護

の
必
要
性

を
認
識

し

て
い
な

か

っ
た

こ
と
を
意

味
す

る
も

の

で
は
な

い
。

む
し
ろ
、

明
治

・
大
正
期

の
女
性
労
働
者

は
、
劣
悪

な
労
働
条
件

の
下

で
苛
酷

な
労
働

を
強

い
ら
れ

て
い
た
実

情

か
ら
、
政
府
と

し

て
は
、
女
性
労
働
者

の
労
働
条

件

の
保
護

に

つ
い
て
は
比
較
的
早

い
時
期

か
ら
念
頭

に
あ

っ
た
。

明
治
政
府

が
、
女
性
労
働
者
を
保
護
す

る
姿
勢
を
示

し
は
じ
め
た

の
は
、

一
八
七

二

(明
治
五
)
年
九
月
、
官
営
富
岡
製
糸
所

に
お
け

る
工
女
雇

入
れ

に

つ
い
て
定

め
た

「富
岡
製
糸
場
繰
糸
伝
習

工
女
雇

入
方
心
得
書

」

に
お

い
て
で
あ

っ
た
。

こ
の
と

き
、

明
治

政
府

は
、

富

岡
強

兵

の
下

で
殖
産

興
業
政
策

を
推
進

し

て
い
く

た
め

に
、

「官
営
富

岡
製
糸
所
」

を
創
設
、

開
業

し
、
武

家

の
娘
を
工
女

く伝
習

工
)

と
し

て
雇

入
れ
る

に
当

っ
て
、
先

き

の

「心
得
書

」
な

る
も

の
を
作
成

し
、

こ
れ
を
東

北
各
県
宛

に
頒
布

し

て
い
る
。

こ

の

「心
得
書
」

で
は
、
工
女

の
年
齢
、
寄
宿

舎

に
加
え

て
賃
金
、
休
暇

な
ど

の
労
働
条

件

に

つ
い
て
定

め
て

い
た
。

こ
れ
は
、
あ
く
ま

で
も

工
女
雇

入
に

当
た

っ
て
の
心
得
書

に
す
ぎ
な

い
が
、
政
府

と
し

て
工
女

の
保
護
措
置

に

つ
い
て
定

め
た
も

の
で
あ

る
。

し
た
が

っ
て
、

こ
の
保
護
措
置

は
、

あ
る
意
味

で
は
女
性

労
働

者
保
護
立
法

の
先
駆
的
な
も

の
と

い
え
る
。

明
治
政
府

が
、
国
家

の
法
規
を

以

て
、
女
性
労
働
者

を
保
護

し
た
最
初

の
も

の
は
、

一
八
九
〇

(明
治

二
十

三
)

年

の

「鉱
業
条

例
」

で
あ

っ
た
。

こ
れ
は
後

に
、

一
九
〇
五

(明
治

三
十

八
)
年

の

「鉱
業
法
」

に
引
き
継

が
れ

て

い
っ
た
。

こ
の
な

か
に
、
官
営
鉱
山

で
働

く
女
性
労
働
者

の
保
護
規
定

が
み
ら
れ

る
。

明
治
政
府

が
、

民
営

工
場

で
働

く
女
性
労
働
者

の
保
護

に

つ
い
て
検
討

し
始

め
た

の
は
、
比
較
的
早
く
、

一
八
八

一

(明
治
十

四
)
年

か
ら

で
あ

る
。

同
年

四
月

に
、

農
商
務
省

が
内
務
省

か
ら
独
立
し
、

同
年
十
月

に
は

「職
工
条

例
」

の
制
定

に
向
け
準
備

が
開
始

さ
れ

て

い
る
。
や
が

て

一
八
八
七

(明
治

二
十
)
年

に
、

「職

工
条
例
案

」
が
立
案

さ
れ

て

い
る
。

こ
の
条
例
案

の
な

か
で
、

は
じ
め

て
女
性
労
働

者

の
深
夜
業

の
禁

止
が
盛

ら
れ

て

い
る
。
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こ
の
女
性
労
働
者
の
深
夜
業
の
禁
止
は
、
繊
維
産
業
の
経
営
者
か
ら
猛
烈
な
反
対
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
明
治
政
府
は
、
こ
れ
に
屈
す

万1

る

こ
と
な

く
、
粘
り

強
く
、
慎
重

に
駒

を
進

め
、

つ
い
に

一
九

=

年

に

「工
場
法
」
制
定

に
漕
ぎ
着

け
た

の
で
あ

っ
た
。

い
う

ま

で
も

な
く
、

こ
の
工
場
法

こ
そ
、
女
性
労
働
者

の
労
働
保
護

立
法

で
あ

っ
た

の
で
あ

る
。

以
下
、

工
場
法
制

定

に
至

る
ま

で
の
女
性
労
働
者

保
護
立

法

の
成

立
過
程
を
具
体
的

に
明
ら

か
に
す

る

こ
と
に
す
る
。

第

一
節

明
治
前
期
の
女
性
労
働
者
保
護
立
法

一
、

鉱

山

女

性

労

働

者

保

護

立

法

日
本

の
労
働
者

保
護
立
法

は
、
官
公

工
場

の
鉱

山
労
働
者

の
保
護
か
ら
出
発
し
た
。

そ
れ

は
、

一
八
七

〇

(明
治

三
)
年

に
創

設

の
工

務
省

に
よ

っ
て
着

手
さ
れ
た
。

そ

の
最
初

の
も

の
は
、

一
八
七
三

(明
治
六
)
年
七
月

に
制
定

さ
れ
た

「各
寮

に
傭
使

ス
ル
職

工
及

ヒ
役

夫

ノ
死
傷

賑
憧
規

則
」

で
あ

っ
た
。

こ
れ
は
、
鉱

山

で
働

く
労
働
者

が
死
傷
し
た
際

に
、

こ
れ
を
援
助

す
る
も

の
で
あ

っ
た
。
続

い
て
、

一
八
七
五

(明
治
八
)
年
四
月

の

「官

役
人
夫
死
傷
手
当
規
則
」
が
制
定

さ
れ

て
い
る
。

一
八
七
九

(明
治
十

二
)
年

に
は
、

「各
廉
技
術

工
藝
者

就
業

上
死
傷
手
当
法
」

が
制
定

さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
、

こ
の
法
律

は
、

一
九
〇
七

(明
治

四
十
)
年

の
勅
令

に
よ

っ
て
定

め
ら

れ
た

「官

役
職
工
人
夫
扶
助
令
」

の
布
達

に
よ

っ
て
統

合
さ
れ
、
廃
止
さ
れ
た
。
以
上

は
官
営
鉱
夫

の
労
働
災
害

を
保
護

す
る
扶
助
的
規

則

で
あ

る
。
労
働
条
件

に

つ
い
て
は
、

一
八
七
六

(明
治
九
)
年

六
月

の

「本
省
事
務
章
程
」

が
あ

る
。

同
年
九
月
十

}
日
に

「各

科
工

術
等
級

並
月
給
表

ヲ
改
正
」

し
、

「
一
日

ノ
就
業
時
間

ヲ
十

二
時
間

以
内

ト

ス
其

ノ
余

ノ
時

間
就
業

は
増
給

ヲ
支
給

ス
」
記
さ
れ

て

い
る
。

　エ

　

こ
れ
は
、

就
業

時
間
制
限

の
最
初

の
規
定

で
あ

っ
た
。

鉱

山

で
働
く
女
性
労
働
者

の
保
護
立
法

に

つ
い
て
は
、
明
治
期

の
中
期

以
降

に
制
定

さ
れ

て
い
る
。

「鉱
業
条
例
」
と

こ
れ
を

ひ
き

つ
い

一4一
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だ

「鉱
業

法
」
、

そ

の
後

の

「鉱
夫
労
役

扶
助
規

則
」
が
そ
れ

で
あ

る
。

一
八
九

〇

(明
治

二
十
三
)
年
九
月

に
制
定

さ
れ
た
鉱
業
条
例

は
、

男
女
鉱
夫

に

つ
い
て

一
日
十

二
時
間

以
上

の
就
業
時
間

の
制
限

を

定

め

る
と
同
時

に
、

女
工

に

つ
い
て

の
工
役

の
種
類

を
制
限
す

る
規
定

を
設

け

て
い
る
。

こ
の
規
定

は
、
次

の
と
お
り

で
あ

る
。

第

七
十

一
条

農

商
務

大
臣

ハ
左

二
記
載

ス
ル
制
限
内

二
於

テ
省
令

ヲ
以
テ
鉱
夫

工
役
規
則

ヲ
定

ム
ル

コ
ト

ヲ
得

一
、

一
日

一
二
時
間

以
上

ノ
就
業

時
間

ヲ
制
限

ス
ル

コ
ト

一
、

女
工
ノ
工
役

の
種
類

ヲ
制
限

ス
ル

コ
ト

し
か
し
、

こ
の
鉱
業
条

例
は
、
保
護
を
具
体
的

に
実
施
す

る
た
め

の
省
令

を
定

め

る
こ
と
は
な
か

っ
た
。

一
九
〇

五

(明
治

三
十

八
)
年
三
月

に
制
定

さ
れ
た
鉱
業
法
も
、

次

の
よ
う

に
定
め

て
い
る
。

第
七
十
九
条

農
商
務

大
臣

ハ
命
令

ヲ
以

テ
鉱
夫

ノ
年
齢
及
就
業
時
間
並
婦
女

、
幼
者

ノ
労
役

ノ
種
類

ヲ
制

限

ス
ル

コ
ト
ヲ
得
」
。

し
か
し
、

こ
の
鉱
業
法

も
、
女
性

労
働

者

の
保
護
を
具
体
的

に
実
施

し
た

か
に

つ
い
て
は
、
定

か

で
は
な

い
。

こ

の
状
態

は
、
次

の
鉱

夫
労
役
扶
助
規

則

の
制
定

ま

で
続

い
た
。

鉱
夫
労
役
扶
助
規
則

は
、

一
九

一
六

(大
正

五
)
年
八
月

に
制
定

さ
れ
た
。

こ
の
規
則

の
制
定

は
、

工
場
法

の
施
行
と
時
を
同

じ
く

し

て
い
た
。

こ
の
鉱
夫
労
役
扶
助
規

則
は
、
鉱
山
女

性
労
働

者

に

つ
い
て
、
次

の
よ
う

に
か
な
り

の
女

子
保
護
規
定

を
設
け

て

い
る
。

(就
業
時

間

の
制

限
)

第
六
条

採
掘
権
者

ハ
十

五
歳
未
満

ノ
者
及

女
子

ヲ
シ
テ

一
日

二
付
十

二
時
間

ヲ
超

エ
テ
就
業

セ
シ
ム

ル

コ
ト

ヲ
得

ス

(深
夜
業

の
禁

止
〉

第

七
条

採
掘
権
者

ハ
十
五
歳
未
満

ノ
者
及
女

子

ヲ
シ
テ
午
後

十
時

ヨ
リ
午
前

四
時

二
至

ル
間

二
於

テ
就
業

セ
シ
ム
ル

コ
ト

ヲ
得

ス

但

シ
鉱
夫

ヲ
ニ
組
以
上

二
分

チ
交
替

二
就
業

セ
シ
ム

ル
場
合

ハ
此

ノ
限

二
在

ラ

ス

一一5-一 一
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(二
山父
替
深
夜
業
)

第
八
条

採
掘
権
者

ハ
鉱
夫
ヲ
ニ
組
以
上

二
分
チ
交
替

二
午
後
十
時
ヨ
リ
午
前
四
時
に
至
ル
間

二
於
テ
就
業
セ
シ
ム
ル
ト
キ

ハ
十
五

歳
未
満
ノ
者
及
女
子

二
対
シ
十
日
ヲ
超

エ
サ
ル
期
間
毎

二
其
ノ
就
業
時
ヲ
転
換
ス
ヘ
シ

(休
憩
)

第
九
条

採
掘
権
者

ハ
十
五
歳
未
満
ノ
者
及
女
子
二
対
シ

一
日
ノ
就
業
時
間
力
六
時
間
ヲ
超

エ
ル
ト
キ

ハ
少
ク
ト
モ
三
十
分
、
十
時

間
ヲ
超

エ
ル
ト
キ
ハ
少
ク
ト
モ

一
時
間
ノ
休
憩
時
間
ヲ
就
業
時
間
中
二
設
ク

ヘ
シ

(休
日
)

第
十
条

採
掘
権
者

ハ
十
五
歳
未
満
ノ
者
及
女
子

二
対
シ
毎
月
少
ク
ト
モ
ニ
回
ノ
休
日
ヲ
設
ケ
鉱
夫
二
組
以
上
二
分
チ
交
替
二
午
後

十
時
ヨ
リ
午
前
四
時

二
至
ル
間

二
於
テ
就
業
セ
シ
ム
ル
場
合

二
於
テ
ハ
少
ク
ト
モ
四
回
ノ
休
日
ヲ
設
ク

ヘ
シ

(就
業
制
限
)

第
十

一
条

採
掘
権
者

ハ
十
五
歳
未
満
ノ
者
及
女
子
ヲ
シ
テ
左

二
掲
ク
ル
業
務

二
就
カ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

(略
)

(産
婦
の
就
業
制
限
)

第
十
五
条

採
掘
権
者

ハ
産
後
三
十
五
日
ヲ
経
過
セ
サ
ル
女
子
ヲ
シ
テ
就
業
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
但
シ
産
後
二
十

一
日
ヲ
経
過
シ

タ
ル
後
医
師
ノ
意
見
ヲ
徴
シ
支
障
ナ
シ
ト
認
ム
ル
業
務

二
就
カ
シ
ム
ル
場
合

ハ
此
ノ
限
二
在
ラ
ス

以
上
の
規
定
内
容
は
、

一
九

=

(明
治
四
十
四
)
年
制
定
の
工
場
法
と
同
じ
で
あ
る
。
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二
、
官
営
富
岡
製
糸
工
女
の
保
護
措
置

明
治

政
府

は
、

一
八
七

二

(明
治
五
)
年

に
、
殖
産
興
業
政
策

の

一
環

と
し

て
、
官
営
富

岡
製
糸

場
を
開
業

し
た
。
政
府

は
、

同
年
九

月

に
、
工
女
雇

入
れ

に

つ
い
て
、

「富
岡
製
糸
場
繰
糸
伝
習

工
女
雇

入
法
心
得
書
」

を
作
成

し
て
、

こ
れ
を
東
北
各

県
宛

に
頒
布

し

て
い
る
。

そ

の
内
容

に

つ
い
て
は
、
す

で
に
取
り
上
げ

て
き
た

の
で
あ

る
が
、

　　
　

こ
こ
で
再
度

掲
げ

る
こ
と

に
す

る
。

明治 ・大正期の女性労働政策(五)・ 完

富
岡
製
糸
場
繰
糸
伝
習
工
女
雇
入
方
心
得
書

一
、
年
齢
十
五
歳
よ
り
三
十
歳
ま
で
人
員
十
人
よ
り
十
五
人
ま
で
を
限
り
候
事
。

一
、
上
州
富
岡
迄
の
旅
費
は
自
分
賄
の
事
。

一
、
御
雇
中
居
所
の
儀
、
繰
糸
場
中
に
為
取
締

一
構

の
寄
宿
所
設
置
、
三
人
を

一
部
屋
と
し
て
御
賄
被
下
、
夜
具
其
他
都
而
御
貸
渡
し
、
五
部
屋
に
付

小
使
女

一
人
附
被
下
、
且
日
々
入
湯
為
致
候
事
。

一
、

一
等
工
女
年
給
金
弐
拾
五
両
、
二
等
工
女
年
給
金
拾
八
両
、
三
等
工
女
年
給
金
拾
弐
両
つ

つ
被
下
候
事
、
但
製
糸
場
着
ノ
上
、

一
ヶ
月
間
業
前
工

体
馴
不
馴
等
相
正
し
、
本
文

一
等
よ
り
三
等
迄
の
等
級
相
定
候
事
。

、
天
長
節
蛇
七
節
其
外
月
々
日
曜
日
休
暇
の
事
。

、
工
女
取
締
向
の
儀
は
日
々
繰
糸
業
始
め
休
暇
遊
歩
等
に
至
迄

一
定

の
規
則
設
置
致
置
、
婦
道
に
背
戻
候
所
業
等
は
聯
か
も
無
之
様
掛
官
員
初
め
工

女
取
締
老
女
に
進
退
為
致
候
事
。

以
上

7一
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こ

の
工
女
雇

入
方

心
得
書

は
、

工
女

の
年
齢
制

限
、
寄
宿
所

の
設
置
、
賃
金
額

の
設
定
、
休
暇

な
ど
に

つ
い
て
定

め
て

い
る
。

こ
の
工

女
雇

入
方
心
得
書

は
、
政
府

が
各
県

に
対
し

て
工
女

の
雇
入
を
勧
奨
す

る
た

め
に
作
成

さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ

こ
に
は
、
官

営
富
岡
製
糸
女

工
に
対
す

る
明
治

政
府

の
保
護
措
置

が
読

み
と
れ

る
。

こ
こ
に
、

す

で
に
と
り

上
げ

た
官

営
鉱
山
女
工

の
保
護
措
置
と
と

も

に
、
女
子
労
働
保
護
立
法

の
萌
芽

を
み

る
こ
と
が

で
き

る
。
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三
、
民
営
工
場
の
女
性
労
働
者
保
護
立
法

明
治
政
府

は
、
明
治
十
年
代

に
入

る
と
、
殖
産

興
業
政
策
を
す
す

め
る
た
め
に
は
、
官
営

工
場

の
民
間

へ
の
払

い
下
げ

の
推
進
、
民
間

工
場

の
設
立

の
奨
励
な

ど
を
積
極
的

に
行
う

よ
う

に
な

っ
た
。
同
時

に
、
民
間

工
場

に
お
け
る
職

工
お
よ
び
徒
弟

の
育
成

も
重
要

で
あ

る

と
考
え

る
よ
う

に
な

っ
た
。

こ
の
よ
う

な
明
治
政
府

の
労
働
政
策

の
動

き
に
と
も
な

っ
て
、

民
間
女
性

労
働

者

の
保
護
立
法
も
ま
た
萌
芽

し

て
き
た
。

一
八
八

一

(明
治
十

四
)
年

四
月
、

農
商
務
省

が
内
務
省

か
ら
分
離
独
立

し
、

以
後
、
明

治
政
府

の
殖
産

興
業

政
策

は
、

こ

の
農
商
務

省

が
統
括
す

る

こ
と
に
な

っ
た
。

こ
れ
に
よ
り
、

い
わ

ゆ
る
工
場
法

の
制
定

の
動
き
も

み
ら
れ
る
よ
う

に
な

っ
て
き
た
。
同
省

は
、

同
年

十
月

に
は
、

「職
工
条

例
」
制
定

の
準
備

の
た

め
職

工
労
役
状
態

に
関
す

る
調
査

に
着
手

し
て

い
る
。

一
八
八

二

(明
治
十

五
)
年
、
農
商
務
省
は
、

工
務
局
内

に
調
査
課
を
設
け
、

「労
役
法
及
工
場
条
例
」

の
立
案

の
た
め

の
調
査

を
実
施

し

て
い
る
。

そ

の
結
果
、

同
省
は
、

そ

の
調
査
結

果
を
踏
ま
え

て

「労
役
法
」
、

「師
弟
契
約

法
」
、

「工
場
規

則
」

の
素
案
を
作
成

し
、

こ

れ

に

つ
い
て
の
意

見
を
求

め

て
東
京
商

工
会

(後

の
東
京
商

工
会
議
所
)

に
対
し

て
諮
問
を

し
た
。

こ
れ

に
対
し

て
、

同
商

工
会

は
、

「法

律
上
傭
主
被
傭
者
及
師
弟
間

ノ
取
締

ヲ
必
要
ト
認

ム

ル
ヲ
以

テ
速

カ

ニ
適
当

ノ
法

律

ヲ
制
定

セ
ラ

レ

ン
コ
ト

ヲ
希

望

ス
」
と
答
申

し

て
い

蓼
一
八

八
四

(明
治
十
七
)
年

、
農
商

務
省

は
、

そ

の
諮
問
機
関

と
し

て

「勧
業
諮

問
会
」

を
設
置
し
た
。
同
省

は
、
先
き

の
東
京
商

工

会

の
答
申

を
受

け

て
、

こ
の
勧
業
諮

問
会

に
対
し
、

工
業
上
、
雇
主
被
雇
者
間

お
よ
び
師
弟

間

の
取
締

法

の
制
定

の
可
否

に

つ
い
て
諮
問

し
た
。

そ
し

て
、
勧
業
諮

問
会

か
ら
、

完
全
な
取
締

法
を
制
定
す

る

こ
と

の
答
申

を
受

け

て
い
る
。

さ
ら

に
、
同
年
十

二
月
、
農
商
務
省

は
、
全

国
的

に
産
業
事
情

に

つ
い
て
調
査

し
、
そ
れ
を
基

に
し

て
対
策

に

つ
い
て
ま
と

め
た

「興

業
意
見
」
を
発
表

し

て
い
る
。

こ
の
興
業

意
見

の
概

略

は
、

以
下

の
と

お
り

で
あ
る
。

8
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「工
業
主
ト
職

工
ト
ノ
間
及

ヒ
師
匠

ト
弟
子
ト

ノ
間

ニ

ハ
種
々

ノ
弊
害

ア
ル
モ
ノ
ナ
リ
…
…
今
其
重

モ
ナ

ル
モ
ノ
ヲ
挙

レ

ハ
…
…
甲
雇
主

ノ
使
役

ス
ル
約
定
期
間
中

ノ
職

工
逃
走

シ
テ
乙
雇

主

に
雇
使

セ
ラ

ル
ル
ア
リ
、

乙
雇
主

ヨ
リ
給
料

ヲ
借
越

シ
タ

ル
職

工
逃
走

シ
テ
甲
雇

主

二
雇
使

セ
ラ

ル
ル

モ
ア
リ
、
職

工
約

定

二
背
キ
秘
法

ヲ
他

二
伝

フ
ル
ア
リ
、
職

工
申
合

セ
テ
業

ヲ
休

ム
ア
リ
。
是
皆
職
工

の
間

二
行

ハ
ル

〉
悪
幣
中
其
甚

シ
キ

モ
ノ

ニ
シ
テ
雇

主
大

二
困
苦

ス
ル
所

ナ
リ
。
又
雇
主

ニ
シ
テ
約
定

ノ
給
料

ヲ
与

エ
サ

ル
ア
リ
。
多
分

ノ
賃
銀

ヲ
以

テ
他

ノ
使
役
中

ノ
職

工
ヲ
誘

引

シ
不
用
ト

ナ
レ
バ
之

ヲ
放
遂

ス
ル
ア
リ
、
職

工

ヲ
虐
使

ス
ル
ア
リ
、

是
等

ハ
雇

主
間

二
行

ハ
ル

〉

弊
害

ノ
甚

シ
キ

モ
ノ
ト

ス
。

又
師
弟
間

ノ
弊
害

ヲ
挙

レ
バ
、
年
季
中
他

ノ
誘
引

ヲ
受

ケ
、
或

ハ
自

ラ
逃
走

シ
テ
他

ノ
師

二
就
キ
、
或

ハ

他

ノ
雇
主

ヲ
求

ム
ル

ア
リ
、
年
季
中

ノ
秘
伝

ヲ
奪

ヒ
其

営
業

ヲ
妨
ク

ル
ア
リ
、
年
季
終

ラ

ス
其
業

ノ
未
熟

ナ

ル
ヲ
顧

ミ

ス
早
ク
自

立

ス

ル
ア
リ
。
是
弟
子
間

二
行

ハ
ル

》
弊
害

ナ
リ
ト

ス
。

又
師
匠

二
於

テ

ハ
其
弟
子

ヲ
職
業
上

二
使
役

セ
ス
シ
テ
家
事
上

二
使

役

シ
或

ハ
之

ヲ
虐
使

ス
ル
ア
リ
。
師
タ

ル
ノ
技
偏

ナ
ク

シ
テ
漫
リ

ニ
弟
子

ヲ
引
受

ク
ル
等

ハ
師

二
属

ス
ル
悪
幣

ナ
リ
。
…
…
現
今

二
至

テ

ハ
其
幣
益

々

増
長

ス
ル
ノ
勢

ヲ
呈
出

ス
ル
ヲ
見

ル
、
今

ニ
シ
テ
之

ヲ
救
済

セ
サ

レ
バ
将
来
我
邦

ノ
工
業

ハ
衰
頽
萎
靡

シ
テ
復

タ
振

ハ
サ
ル

ニ
至

ラ

ン
。

ハ　

　

是
本
条
ノ
制
定
発
布
ヲ
必
要
ト
ス
ル
所
以
ナ
リ

(明
治
前
期
財
政
経
済
史
集
成
、
巻
二
八
)
」。

　
　
　

さ
ら

に
、

こ
の
興
業
意
見

は
、
職

工
取
締

に
必
要

な
職

工
条
例
、
徒

弟
条
例
、

工
場
律

の
要
領

を
添
え

て
い
る
。

こ
の
う

ち

「職
工
条

例

ノ
要
領
」

は
、
九
項
目
か
ら
な

っ
て
い
る
が
、

そ

の
な
か

の

一
項

に

「童

工
女

ノ
使
役

二
関

ス
ル
制
限

ヲ
設

ク
ル
事
」
を
定

め

て
い
る
。

こ
の
項

目
は
、
農
商
務
省
が
、
年
少
者

と
女
性

の
就
業
制

限
を
念
頭

に
お

い
た
も

の
と
思
わ

れ
る
。

こ
こ
に
は
じ
め

て
、

明
治
政
府

に
よ

る
女

性
労
働
者

保
護
立
法

へ
の
萌
芽

が
み
ら

れ
る
。

こ
れ

に

つ
い
て
は
、

「興
業
意

見
」

に
か
か
げ

ら
れ
た
と

こ
ろ
か
ら

み

て
、

「当
時

職
工
条
例
や
徒
弟
条
例

の
目
標

と
し
た
も

の
は
、
労

働
者
保
護
法
規

で
は
な
く

て
む
し
ろ
工
業

の
秩
序
維

持

の
た
め

の
職

工

の
取
り
締
り

に
あ

っ
た

こ
と
は
明
ら

か
で
あ

る
。
」
と

い
う
指
摘

が

　ユ

あ

る
。
確

か

に
興
業

意
見
が
農
商
務
省

に
よ

っ
て
発
表

さ
れ
る
ま

で
の
経
緯

お
よ
び

取
り
締
り
法
規

と
し

て
の
職

工
条
例

の
基
本
的

な
考

え

か
た
か
ら
す
る
と
、

そ

の
よ
う
な
指
摘
も
退

け
る

こ
と

が

で
き
な

い
。

し
か
し
、
実

際

の
職
工
条

例

の
内
容

を
み
る
と
、
各
項

は
職

工

9
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に
と

っ
て

の
保
護
的
な
規
定

と
し

て
読

み
と
る
こ
と
も
可
能

で
あ
る
。

「童

工
女
工
ノ
使
役

二
関

ス
ル
制
限

ヲ
設
ク

ル
事
」

の
条
項
も
、
当

時

の
女
工

の
長
時
間
労
働
や
深
夜
業

の
実
状
を
考
え
る
と
、
結
局

は
、
年
少
者

お
よ
び
女
工

の
就
業
制

限
と

い
う

こ
と
に
な

る
。
し
た
が

っ

て
、

こ
の
条
項

は
、
女
性
労
働
者

の
保
護
措
置

を
掲
げ

た
も

の
と
理
解
し
得

る

の
で
あ

る
。

し
か
し
、
明
治
政
府

が
、
職

工
条
例

に
お

い
て
女
性

労
働

者

の
保
護
措
置
を
掲
げ

た
と

い

っ
て
も
、

こ
れ
を
明
治

政
府

の
積
極
的
な
労

働

政
策

を
反
映

し
た
も

の
と
考
え

る
こ
と
は

で
き
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
明
治
十
年
代

の
明
治
政
府

は
、

「富
岡
強
兵

」
を
国
是

と
し
て
、
そ

の
た

め
の
殖
産
興
業
政
策

の
推
進

が
至
上
命
題

と
な

っ
て
お
り
、
女
性
労
働
者

の
保
護

は
、

む
し
ろ

二
次
的

な
措
置

に
す
ぎ
な
か

っ
た
か

ら

で
あ

る
。
ま
し

て
や
、
明
治
十
年
代

は
、
近
代
産
業

の
中
心

で
あ

っ
た
繊
維
産
業

は
、

ま
だ

ス
タ
ー
ト
し
た
ば

か
り

で
あ
り
、
女

工
の

数
も
比
較
的
少
な

か

っ
た

の
で
あ
る
。
繊
維
産
業

に
お
け

る
女

工
が
急
激

に
増
加

し

て
く

る

の
は
、
明
治

二
十
年
代

に
入

っ
て
か
ら

で
あ

る
。

こ
の
時
期

に
な

る
と
、
女
工

の
長
時
間

労
働
や
深
夜
業
を
中
心

に
女
工

の
保
護

の
必
要
性
が
重
要

な
社
会
的
な
問
題
と
し

て
浮
上
し
、

こ
れ

に
対
し

て
、
明
治
政
府

は
女
性
労
働

者

の
保
護

政
策
を
講

じ
ざ

る
を
得

な
く

な

っ
て
き
た

の
で
あ

る
。
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第
二
節

工
場
法
案
の
立
案
過
程
に
お
け
る
女
性
労
働
者
保
護
立
法

、
工
場
法
案
と
女
性
労
働
者
保
護
の
必
要
性

日
本

は
、
明
治

二
十
年
代

に
入

る
と
、
明
治
政
府

の
富
国
強
兵

と
殖
産

興
業
政
策

の
も
と

で
、

工
場
と
り

わ
け
繊
維
工
場

が
急
激

に
増

加

し
て
き
た
。

こ
れ
に
と
も
な

っ
て
、

女
工

の
…数
も
急

増
し

て
き
た
。

そ

の
結

果
、

女
工

の
酷
使

、
低

賃
金
、
長
時

間
労
働
、
深
夜
業
、

逃
亡
、
争
奪
な

ど
多

く

の
女
性

労
働

問
題

が
発
生
し

て
き
た
。
他
方
、

工
場
経
営
者

の
側

も
、

激
し

い
企

業
間
競
争

の
も
と

で
、
無
政
府

的
な
自

衛
手
段

を
講

じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
く
な

っ
た
。

こ
の
よ
う
な
産
業
事
情

の
な
か

で
、

明
治
政
府

も
、

一
方

に
お

い
て
工
場

の
取
締



明治 ・大正期の女性労働政策(五)・ 完fi

ま
り

を
し
、
他
方
労
働
者

の
保
護
措
置
も
講

じ
ざ

る
を
得

な
く
な

っ
て
き
た
。

こ
こ
に
、
明
治
政
府

は
、
農
商
務

省
を
中

心

に
、
工
場
法

案

の
立
案
作
業

に
着
手
す

る
よ
う

に
な

っ
た
。

農

商
務
省

の
工
場
法
案

の
立
案
過
程

で
は
、
当
初
女
性

労
働
者

保
護
立
法
が
見
え
隠
れ
し

て

い
た
。
し

か
し
、

次
第

に
、

女
性

労
働
者

の
保

護

の
必
要
性

が
鮮
明

に
な
り
、

工
場
法
案

の
立
案
過

程

で
は

っ
き
り
姿
を
表
わ
す

よ
う

に
な

っ
た
。

し
か
し
、
何
故

に
、

女
性

労
働

者

を
保
護
す

る

の
か

に

つ
い
て
は
、
抽
象
的
形
式
的

に

「母
性

の
保
護

」
が

い
わ
れ

る
程
度

で
あ

っ
た
。

工
場
法
案

は
、
明
治

の
末
期

に
な

っ
て
、

工
場
法
を
成

立
せ
し

め
る
工
場
法
案

に
な

る
ま

で
は
、

い
ろ

い
ろ
な
名
称

が
用

い
ら
れ

て
き

た
。

し
か
し
、

そ

の
よ
う
な
工
場
法
案

が
立
案

さ
れ

る
過
程

で
は
、
何

回
も
女
性
労
働
者
保
護
立

法

の
必
要
性

が
取
り
上
げ

ら
れ

て
き
た
。

そ

の
場
合
、

女
性

労
働
者

の
保
護

の
必
要
性

に

つ
い
て
は
、

と
く

に
反

対
す

る
も

の
が
な

か

っ
た
。
反
対
論

が
出

て
く

る
と
き
は
、
女
性

労
働
者

の
法
的
保
護
措
置

に

つ
い
て
で
あ

っ
た
。

そ

の
保
護
措
置

が
対
象

と
な

る
も

の
は
、
年
少
者
と
並
ん
だ
女
性

の
深
夜
業

の
禁

止

に

つ
い
て
で
あ

っ
た
。

し
か
し
、

工
場
法
案

の
立
案

過
程

で
は
、
何
故

に
女
性
労
働
者

の
保
護

が
必
要
な

の
か

に

つ
い
て
は
、
必
ず

し
も
具
体
的

に
論

じ
ら
れ

て
き
た
わ
け

で
は
な

い
。

こ
れ

に

つ
い
て
は
、

工
場
法
案

の
立
案

と
直
接
関
連

し
た
も

の
で
は
な

い
が
、
谷
野

セ

ツ
氏

(最
初

の
女
性

工

場
監
督
官
、
労
働
省
婦

人
少

年
局
長
)

は
、
女
性
労
働
者

の
保
護

の
必
要
性

に

つ
い
て
、
次

の
よ
う

に
、
具
体
的

に
指
摘

し
て

い
る
。

す

な
わ

ち
、
谷
野

セ
ッ
氏

は
、
婦

人
労
働

者

の
保
護

は
、

そ
の
数

が
産
業
労
働
者

の
過

半
数
を
占

め
て

い
る
と

い
う
点
か
ら
ぼ

か
り

で
は
な

く
、
婦

人
労
働
者

の
自
身

の
特
質

か
ら
、
殊

に
保
護

を
加
え

る
必
要

が
あ

る
と
し
、
そ

の
理
由

を
以
下

の
よ
う

に
指
摘
し

て

い
る
。

「第

一
に
、
婦

人
労
働
者

は
、
雇

用
関
係

に
お

い
て
、
雇
主

に
対
し
男
性

の
よ
う

に
自

衛
能

力
を
も

っ
て
い
な

い
点

で
あ

る
。
彼
等

の
多

数

は
、
十
五
、
六
歳
な

い
し
は

二
十

二
、
三
歳

の
未
成
年
女
子

で
あ

っ
て
、

一
般

に
智
識

の
程
度

が
低

く
、
ま
た
労
働
組
合

の
組
織
も
薄

弱

で
あ
り
、
殊

に
我
国

に
あ

っ
て
は
多
年

の
伝
統

と
因
習
と

に
依

っ
て
、
忍
従
的

に
育

て
上
げ

ら
れ
、
労
働
条
件
等

に
関
し

て
も
、

よ
く

自
己
を
主
張
す

る

こ
と
が

で
き
な

い
。
し
た
が

っ
て
不
利
益
な
雇

用
条
件

に
も
服

さ
ね
ば
な

ら
ず
、

そ

の
た
め
健
康

お
よ
び
道
徳
を
破
壊

一 ・11一
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せ
ら

れ
、

そ

の
身

を
亡
ぼ

す
も

の
が
紗
く
な

い
と

い
う
点

で
あ

る
。

第

二
は
、

婦
人

は
次
代

の
国
民

の
母

た
る
べ
き
も

の
で
あ

っ
て
、
そ

の
保
護

の
良
否

は
将
来

の
国
家
社
会

の
健
康

お
よ
び
幸
福

を
約
束

す
る
上

に
き
わ

め
て
重
要

で
あ

る
。

第

三

は
、
婦
人

は
、

そ

の
身
体
的
特
質

か
ら
労
働

の
影
響

を
う
け
や
す
く
、
身
体

の
健
康

を
殿
損
す

る

こ
と
が
き
わ
め

て
多

い
。
す
な

わ
ち
、
産
業

上

に
お
け

る
災
害

は
、
男

子
に
比

し

て
異
常

に
高
率

で
あ

る
こ
と
、
毒
物
等

に
対

す
る
抵
抗
力

も
比
較
的

弱
く
、
中
毒

に
犯

さ
れ
易

い
こ
と
、

一
般

に
婦
人

の
罹
病
率

が
高
く
、
罹
病
日
数
も
男
子
に
比
し

て
長

い
こ
と
、
そ

の
他
高

温
、
高
熱

に
よ
り
受
け

る
障
害
、

工
業
内

騒
音

の
影
響
、
立
業

に
よ
る
生
殖

器
障
害
、

母
性
機

能

の
障
害

に
よ

る
流
産
、
早
産
等

も
男
子

に
対

し

て
婦

人
が
と
く

に
考
慮
せ

ら
れ
る

べ
き
点

で
あ

る
。

そ

の
他
婦
人

の
な
か
に
多

数
結
核
患
者

が
発
生
す

る
と

い
う
事
実

に

つ
い
て
は
、

す

で
に
医

学
的
研
究

の
結
果

発
表

さ
れ
た
も

の
が
砂
く
な

い
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
工
場
内

に
お
け

る
生
活

の
激
変
、
長
時
間

の
労
働
、

温
度

湿
度

の
影
響
、
空
気

の
不

良
、
寄
宿

舎

の
不
衛
生
等

に
基
く
も

の
で
あ

っ
て
、

こ
れ
ら

の
事
実

は
婦
人
労
働
者

の
保
護

に
対
し

て
重
要

な
意
義

を
有
し

て

い
る
。

第

四

に
、
善
良
な
風
俗

と
礼
儀

と
を
維
持

す

る
た
め

の
道

徳
的
見
地

か
ら
、

工
場
設
備

の
改
善
、
更
衣
所
、
便
所
、

浴
場
、
寄
宿
舎
等

　
フ
　

の
設
備
も
考
え

ね
ば
な
ら
な

い
。
」

こ
の
よ
う
な
女
性
労
働
者
保
護

の
必

要
性

の
理
由

に

つ
い
て

の
谷
野

セ
ツ
氏

の
見
解

は
、
初
期

の
工
場
法
案

の
立
案

段
階

で
、
お
ぼ

ろ

げ

な
か
た
ち

で
認
識

し
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、

そ
れ

に

つ
い
て
は
、
個

々
的
潜
在
的

に
念
頭

に
置

か
れ
た
に
す
ぎ
な

か

っ
た
。

谷
野

セ

ッ
氏

は
、

こ
れ
を
み
ご
と

に
ま
と
め

て
言

い
当

て
て

い
る
。
当
時

の
女

工

の
実
情
を

知
る
人

に
と

っ
て
は
、
正

に
わ
が
意
を
得
た

り

で
あ

る
。

し
か
し
、
女
性
労
働
者

の
保
護

の
必
要

性

の
理
由

は
、
具
体
的

に
は

こ
の
よ
う

な
も

の
で
は
あ

っ
た
け
れ
ど
も
、
工
場
法
案

の
立
案
過

程

で
は
、

こ

の
よ
う
な
女
性
労
働
者

の
保
護

の
理
由

が
大
き
く
取
り
上
げ
ら

れ

て
い
た
わ
け

で
は
な

い
。
そ
れ
が
、
大
き
く
取
り
上
げ
ら

れ

る
よ
う

に
な

る

の
は
、

工
場
法

の
基

と
な

っ
た
工
場
法
案

と

工
場
法

に
お

い
て
で
あ
る
。

そ
れ
ま

で
の
工
場
法
案

の
立
案

過
程

で
は
、

一IZ一



女
性
労
働
者
の
保
護
の
必
要
性
は
、
明
治
政
府
の
考
え
方
と
関
係
業
者
団
体
の
利
害
損
得
の
な
か
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
来
た
に
す
ぎ
な
い
。

す
な
わ
ち
、
明
治
政
府
、
農
商
務
省
が
母
性
を
取
り
上
げ

て
い
る
場
合
に
は
、
国
家
的
立
場
か
ら
の
社
会
的
母
性
が
主
た
る
理
由
で
あ

っ

た
。
関
係
業
者
団
体

か
ら
は
、

女
性

保
護

は
無
視
、
な

い
し

は
軽
視

さ
れ
た

か
、
あ

る

い
は
制
約

的

に
取
り

上
げ

ら
れ
た

に
す
ぎ
な

い
。

二
、
職

工
条
例
案

明治 ・大正期の女性労働政策(五 〉・完

一
八
八
七

(明
治
二
十
)
年
六
月
、
農
商
務
省
は
、

「職
工
条
例
案
」
と

「職
工
徒
弟
条
例
案

」
を
作
成

し
た
。

こ
れ
は
、

同
省

の
諮
問

機
関
で
あ
る
勧
業
諮
問
会
の
諮
問
と
審
議
を
経
て
の
結
果
で
あ

っ
た
。
職
工
条
例
案
も
職
工
徒
弟
条
例
案
も
、
こ
れ
ま
で
の
立
案
と
比
較

し

て
、
か
な
り
具
体
的

で
か

つ
前
進

し
た
内
容

と
な

っ
て

い
る
。

こ

の
こ
と

は
、

と
く
に
年
少
者

と
女
性
労

働
者

の
保
護
規
定

に
お

い
て

み
ら

れ

る
。

職

工
条
例
案

は
、

「第

四
章

工
場
製
造
所
」

の
と

こ
ろ

で
、

　　
　

次

の
よ
う

に
定

め

て

い
る
。
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第
四
章

工
場
製
造
所

一

工
場
製
造
所

二
於
テ

ハ
年
令
十
才
未
満
ノ
児
童
ヲ
職
工
ト
シ
テ
使
用

ス
ル
コ
ト
ヲ
得
サ
ル

コ
ト
、
但
シ
徒
弟

ハ
此
ノ
限
リ

ニ
在
サ
ル
コ
ト

一

年
令
十
四
才
未
満
ノ
者

ハ
一
日
六
時
間
、
十
七
才
未
満
ノ
者

ハ
一
日
十
時
間
以
上
使
役
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

サ
ル
コ
ト

一

幼
年
職
工

ニ
ハ
毎
日
喫
食
時
間
ノ
外
二
回
以
上

一
定
ノ
休
憩
時
間
ヲ
与

フ
ヘ
キ

コ
ト

一

婦
女
及
十
四
才
未
満

ノ
職
工
ヲ
夜
間
使
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
サ
ル

コ
ト

一

工
場
、
製
造
所
職
工
ノ
賃
金

ハ
日
給
ト
ス
ル
コ
ト
、
日
給
金

ハ
前
渡
又

ハ
後
払
ヲ
為

シ
得

ヘ
シ
ト
錐
、
前
渡

ハ
三
十
日
分
、
後
払

ハ
十
日
分
ノ
賃

金
額
ヲ
越

エ
シ
メ
サ
ル
コ
ト

一

工
場
製
造
所
ノ
便
宜
ノ
為
メ
、
職
工
ノ
住
居
及
其
ノ
日
用
品
買
取
場
ヲ
指
定

ス
ル
コ
ト
ヲ
得

ス
、
職
工
の
便
宜
ノ
為

ニ
ス
ル
場
合

ニ
ハ
其
ノ
管
理

規
則
ヲ
定
メ
、
地
方
長
官

ヲ
経
テ
農
商
務
大
臣
ノ
認
可
ヲ
受
ク

ヘ
キ

コ
ト

農
商
務
大
臣

ハ
職
工
ノ
使
用
方
法
力
健
康
又

ハ
品
行
其
ノ
他
経
済
ノ
発
達
ヲ
害
ス
ト
認
ム
ル
ト
キ

ハ
特
別
ノ
制
限
ヲ
加

へ
又

ハ
職
工
ノ
使
用
ヲ
禁

シ
得
ル
コ
ト
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こ
の
職

工
条
例
案

で
は
、

四
項

目

で
、

「婦
女
及
十

四
歳
未
満

ノ
職
工

ヲ
、
夜
間
使
用

ス
ル

コ
ト

ヲ
得
サ

ル

コ
ト
」
と
定

め
、
女
性

労
働

　　

者

の
深
夜
業

を
禁

止
し

て
い
る
。

こ
れ

は
、
年
少
者

お
よ
び
女
性
労
働
者

の
深
夜
業

禁
止

の
最
初

の
も

の
で
あ

っ
た
。

こ
の
職

工
条
例
案

に

つ
い
て
は
、
当
局

に
よ

っ
て
発
表

さ
れ
る

こ
と
は
な
か

っ
た
。
し
か
し
、
記
録
資
料
と
し

て
残

さ
れ

て
お
り
、

こ

れ
に
よ
り

明
治
政
府

が
女
性
労
働
者
保
護
立
法

の
制
定

に
向

け

て
取

り
組

ん

で

い
た

こ
と
が
わ

か
る
。

一
八
九
〇

(明
治

二
十

三
)
年

、
農
商
務
省

は
、

そ
れ
ま

で
の
工
務
局

を
廃
し

て
商

工
局
を
設
置

し
た
。
翌

一
八
九

一

(明
治

二
十

四
)

年

七
月
、
商

工
局

は
、
職

工
条
例
制
定

の
要
否

に

つ
い
て
各
商
業
会
議

所

に
諮
問
し
た
。
し

か
し
、
堺
以
外

の
地

の
商
業
会
議
所

は
、
職

工
条
例

の
制
定

に
反
対

で
あ

っ
た
。

そ

の
後
、
農
商
務
省

は
、
各
府
県

の
各

種

工
場
取
締
規
則
を
蒐
集

し
た
り
、
職

工

の
状
態

に

つ
い
て

の
調
査

を
重

ね

て
い
た
。

一
八
九

六

(明
治

二
十
九
)
年
、
農
商
務
省

は
、
地
方
長
官

を
招
集

し
、
職

工

の
保
護
と
取
締

に
関
す

る
事
項

に

つ
い
て
諮

問
し
た
。

そ

の
後
、

一
府

一
九
県
が
答
申
書
を
提
出

し
た
が
、
法
令

の
制
定

を
希

望
し
た
県

は
、

一
府

一
四
県

の
多
数

で
、

そ

の
他

の
五
県
は
制
定

に
消
極
的

で
あ

っ
た
。

同
年
十
月
十
九

日
か
ら
七
日
間
、
第

一
回
農
商

工
高
等
会
議
が
開
催

さ
れ
、

こ
の
と

き

の
諮
問
事
項

は
、

「職

工
ノ
取
締
及
保
護

二
関

ス

ル
件
」

で
あ

っ
た
。

こ
の
席
上
、
金
子
堅
太
郎
、
添

田
寿

一
な
ど
政
府

側
委
員

は
、
速

か
に
職

工

の
取
締

と
保
護

の
法
律

を
制
定

す

る
こ

と
を
主
張

し
た
。

こ
れ

に
対
し
、
渋
沢
栄

一
、
大
倉
喜

八
郎

な
ど
業
者
側
委
員

は
、
時
期
尚
早

で
あ

る
と

し

て
即
時
制
定

に
反
対
し
た
。

こ
の
第

一
回
農
商

工
高
等
会
議

に
お
け

る
論
議

は
、
議
事

録

に
よ

る
と
、
以
下

の
と
お
り

で
あ

っ
た
。

添

田
寿

一
は
、

「…
…
凡
テ
此

ノ
職

工
ガ
機
械

ノ
問

二
立

テ
働

キ

マ
ス
ル
ト
云

フ
今
日
ノ
工
場
組
織
ト
云

フ

コ
ト

ニ
ナ
リ

マ
ス
レ
バ
余
程

社
会

上

ヨ
リ
又

ハ
衛
生
上

ヨ
リ
道
徳
上

ヨ
リ
種

々
ナ

ル
幣
害

ヲ
見

ル
ヤ
ウ

ニ
至
リ

マ
シ
タ

ノ
デ
、
即
チ
国
家

ノ
自
衛

ト
云

ヒ

マ
ス
ル
カ

国
家

ハ
ド
ウ

シ
テ
モ
棄

テ
置

カ

レ
ヌ
ト

云
ウ
幣
害

ヲ
見

ル

ニ
至

ッ
タ

ノ
デ

ア
リ

マ
ス
、
例

ヘ
バ
未
ダ
発
育

ノ
十
分

ナ
ラ
ザ

ル
幼
者

ヲ
使

フ
ト
カ
或

ハ
将

来

ノ
母
ト

ナ
リ

マ
ス
ル
所

ノ
婦
女
子

ヲ
使

ヒ

マ
ス
ル
ト
カ
、
或

ハ
青
年
者
ト
錐

モ
人
間

ノ
体
力

ノ
及

バ
ザ

ル
時
問

ヲ
使

一 一14-一 一一
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役

シ

マ
ス
ル
ト
カ
、
是

レ

ハ
雇
主

ガ
使

役

ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ

、
本
人

ガ
進

ン
デ
使
役

サ

レ
ル
ノ
デ

ア
リ

マ
ス
ガ
、
併

シ
国
家
ガ
健
全

ナ

ル
国
民
ノ
発
育

ヲ
計

ラ
ネ

バ
ナ
ラ
ヌ
ト
云

フ
所
カ
ラ
見

マ
ス
ル
ト
軽

々

シ
ク
棄
置
カ

レ
タ
種

々
ナ
ル
弊
害
ガ
生
ズ

ル
ノ
デ

ア
リ

マ
ス
…
…
」

と
賛
成

し

て
い
る
。

こ
れ
に
対
し

て
、
渋

沢
栄

一
は
、

「夜
業

ハ
イ
カ

ヌ
ト
云

フ

コ
ト

ハ
、
如
何
様
人
間
ト

シ
テ

ハ
鼠

ト

ハ
性
質
ガ
違

ヒ

マ
ス
カ
ラ
、
昼

ハ

働

ラ
イ
テ
夜

ハ
寝

ル
ノ
ガ
当

リ
前

デ

ア
ル
、
学

問
上
カ

ラ
云

フ
ト

サ
ウ
デ
ゴ
ザ

イ

マ
ス
セ
ウ
ガ
、
併

シ
ナ
ガ
ラ

一
方
カ

ラ
云

フ
ト
、
成

ル
ベ
ク
間
断

ナ
ク
機
械

ヲ
使

ツ
テ
行

ク
方

ガ
得
デ

ア
ル
。
之

ヲ
間
断

ナ
ク
使

フ

ニ
ハ
夜
業

ト
云

フ
事

ガ
経
済

的

二
適

シ
テ
ヰ

ル
…
…
唯

一
偏

ノ
道
理

二
拠

ッ
テ
欧
羅
巴

ノ
丸
写

シ
ノ
ヤ
ウ
ナ

モ
ノ
ヲ
設
ケ

ラ
ル
ノ
ト
云

フ

コ
ト

ハ
、
絶
対
的

に
反
対

ヲ
申

上
ゲ

タ
イ
」
と
述

べ

　の
　

て

い

る

。

　
　

結
局
、
農
商

工
高
等
会
議

で
は
、
結
論

が
得

ら
れ
ず

、
七
名

の
特
別
委
員
を
選
出

し

て
、
審
議

を
継
続

す
る

こ
と

に
な

っ
た
。

添

田
寿

一
は
、

こ

の
会
議

で
、
年
少
者

お
よ
び

女
性

労
働
者

の
保
護
を
主
張

し

て
い
る
。
女
性
労
働
者

の
保
護

を
主
張
す

る
論
拠

は
、

将
来
女
性

は
母
と
な

る
者

で
あ
り
、

そ

の
体
力

を
消
耗
さ
せ

る
こ
と

は
、
国
家
が
健
全

な
国
民

の
発
育

を
計

ら
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
こ
と

か
ら
弊
害
と
な

る
と
す

る
に
あ

る
。

こ
こ
に
、

母
性
保
護

の
考

え
か
た

が
う
か

が
え

る
。

農
商
務

省
商
工
局

は
、

一
八
九
六

(明
治

二
十
九
)
年

か
ら
九
七
年

に
か
け

て

「職

工
法

(後

の
工
場
法
)
」

の
成
立

に
向

け

て

「工
業

視
察
紀
要
」
を
刊
行

し

て
い
る
。

こ
の
紀
要

は
、
農
商
務

省
商

工
局
が
、

一
八
九
五

(明
治

二
十
八
)
年

に
、
課
員

を
各

地

の
工
業

に
視

察
さ
せ
、

そ

の
視
察

の
結
果
を
ま
と

め
た
も

の
で
あ

っ
た
。
そ

の
内

容

は
、
各

地

の
工
業

に

つ
い
て
、

そ

の
沿
革
、
産
地

、
産
額

、
営
業

　
セ
　

組
織
、

規
模

、
職

工
、
売
買
、
販
路

そ

の
他

の
観
察

か
ら
な

っ
て
い
る
。

続

い
て
、
農
商
務
省
商
工
局

は
、

一
八
九
七

(明
治
三
十
)
年

二
月

に
、

「工
場
及
職

工

二
関

ス
ル
通
弊

一
斑
」
を
公
刊

し
た
。
同
局

は
、

こ
の

「通
弊

一
斑
」

の
書

の

「例
言
」

の
と

こ
ろ

で
、
次

の
よ
う

に
記
し

て
い
る
。

一
、
本
書

は
当
該
技

術
官

力
工
場
視
察

ノ
際
見
聞

セ
ル
通
弊

ノ

一
斑

ヲ
列
叙

シ
タ

ル
モ
ノ

ニ
シ
テ
工
場
及
職

工
問
題
研
究
上
必
要

ノ
参

一15一
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考
資
料

ト
認

メ
弦

二
之

ヲ
印
行

ス
ル

コ
ト
ト

ナ
セ
リ

一
、
巡
視

セ
ル
工
場
ノ
種
類

ハ
綿
糸
紡

績
、
抄
紙
、

活
版
印
刷
、
石
版
印
刷
、
製
本
、
革

具
、
莫
大
小
、
段
通
、
燐
寸
、
製
薬
、
製
粉
、

精
米
、
硝
子
、

セ
メ

ン
ト
、

コ
ー
ク

ス
、
煉
瓦
、
鍛
治
、
器

具
、
造
船
等

ニ
シ
テ
何

レ
モ
職
工
徒
弟

二
十
名
以
上

ヲ
使
役

シ
若

ク

ハ

蒸
気
機
械
ヲ
装
置
ス
ル
モ
ノ
ニ
係
レ
リ

「通

弊

一
斑

」

は
、

こ

の

「例

言

」

に
記

し

て

い
る

よ
う

に
、

斑

ヲ
列

叙

シ
タ
」

も

の

で
あ

る
。

「通

弊

一
斑

」

の

「第

三

章

工
場
お
よ
び
職
工
問
題
に
つ
い
て

「工
場
巡
視
ノ
際
見
聞
セ
ル
通
常
ノ

一

(
13
)

職

工
」

は
、

次

の
よ
う

に
列

記

し

て

い
る
。

第
三
章

職
工

十
四

労
働
定
時
間

二
彼
此
相
違

ア
ル
コ
ト

職
工
ノ
労
働
時
間

ハ
業
務
二
依
テ
種
々
ア
リ

(甲
)
朝
七
時

ヨ
リ
タ
五
時
迄

ニ
テ
休
憩
喫
飯
ノ
時
ヲ
除
キ
正
味
九
時
間
ト
九
時
間
半
ナ
ル
ト
ア
リ

(乙
)

朝
六
時
ヨ
リ
タ
四
時
半
迄

ニ
テ
喫
飯
時
間
ヲ
除
キ
正
味
十
時
間
ナ
ル
ア
リ

(丙
)
紡
績
工
場

ハ
書
又

ハ
夜
ノ
十
二
時
間

ニ
シ
テ
休
憩
、
喫
飯
ノ
時
間

ヲ
除
キ
正
味
十

一
時
間
ナ
ル
ア
リ

(丁
)
紡
績
工
場

一一
テ
喫
飯
時
間
ヲ
除
キ
正
味
十

一
時
間
半
ナ
ル
モ
ノ
ア
ル
等
是
ナ
リ
但

シ
普
通
ノ
労
働
時
間

ハ

十
時
間
ヲ
規
定
ト

シ
其
外
早
出
、
居
残
及
び
夜
業

ヲ
三
時
間
乃
至
五
時
間
ヲ
課
ス
ル
モ
ノ
ア
リ

十
五

早
出
、
居
残
及
夜
業
ノ
割
増
給

二
厚
薄
ノ
差
ア
ル
コ
ト

規
定
時
間
外
ノ
早
出
、
居
残
及
夜
業

二
封

シ
普
通
時
間
割
給
料

二
割
増
ヲ
ナ
ス
モ
ノ
多

シ

(甲
)
紡
績
會
社

二
在
テ

ハ
夜
間
ノ
業

ハ
書
間
ノ
業
ヨ
リ

一
割
ヲ
増
給

ス
ル
モ
ノ
ト
書
夜
給
料

二
差
ナ
キ
モ
ノ
ト
ァ
リ

(乙
)
或
工
場

二
於
テ
居
残
ノ
場
合

二
於
テ

ハ
午
後
十
時
迄

ハ
割
増
ナ
ク
其
以
後

ハ

一

割
ヲ
増
シ
徹
夜

ス
レ
バ
五
割
ヲ
増

ス

(丙
)
又
或
工
場

二
於
テ
居
残
ノ
ト
キ
午
後
十
時
迄

ハ
一
割
ヲ
増

シ
十
時
以
後

ハ
ニ
割
増
ト
ス

十
六

職
工
ノ
休
憩
時
間
、
喫
飯
時
間
不
同
ナ
ル
コ
ト

工
場

二
於
テ

(甲
)
勤
務
十
二
時
間

ニ
シ
テ
喫
飯
ノ
タ
メ
三
十
分
ノ
時
ヲ
與
フ
ル
モ
ノ

(乙
)
勤
務
十
二
時
間

ニ
シ
テ
喫
飯
二
十
分
及
午
前
午
後
休

憩
十
五
分
間
両
度
與
フ
ル
モ
ノ

(丙
)
勤
務
十

一
時
間

ニ
シ
テ
喫
飯
三
十
分
及
午
前
午
後
十
五
分
間
爾
度
休
憩
ヲ
與

フ
ル
モ
ノ

(丁
)
勤
務
十
時
間

ニ
シ
テ
喫
飯
三
十
分
間
ナ
ル
モ
ノ

(戌
)
勤
務
十
時
間

ニ
テ
喫
飯
三
十
分
午
前
午
後
十
五
分
間
爾
度
休
憩
ヲ
與

フ
ル
モ
ノ
之

レ
ア
ル
等
要

ス
ル
ニ
不

同
ア
ル
ヲ
免

レ
ズ

十
七

休
憩
、
喫
飯
ノ
時
間

二
職
工
ノ
労
働

ス
ル
コ
ト

紡
績
、
製
紙
ノ
工
場

ニ
テ

ハ
休
憩
、
喫
飯
ノ
時
間

二
器
械
ノ
運
轄
停
止
セ
ザ
ル
ニ
ヨ
リ
職
工
ノ
休
養
セ
ザ

ル
モ
ノ
ァ
リ
蓋

シ
喫
飯
、
休
憩

ノ
時
職
工

ノ
半
数
ヲ
交
代
セ
シ
メ
休
養
セ
シ
ム
ル
ノ
制
ナ
レ
ド
モ
職
工

ニ
シ
テ
労
銀
ノ
多
キ
ヲ
望
ム
モ
ノ

ハ
喫
飯
ヲ
僅
々
五
分
間

二
辮

シ
直
チ
ニ
操
業
ス
ル
ニ

由
ル
ナ
リ

16-一
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十
八

徒
弟
又

ハ
幼
年
職
工
ノ
年
齢

二
制
限
ナ
キ

コ
ト

紡
績
工
場

一一テ
工
女
ヲ
募
集

ス
ル
ニ
年
齢

ヲ
十

二
歳
又

ハ
十
三
歳
以
上

二
限
レ
ル
ハ
表
面
ノ
ミ
ニ
シ
テ
實
際

ハ
職
工
ノ
不
足
ナ
ル
ヨ
リ
七
、
八
歳
ノ

子
女
ヲ
使
役

ス
ル
ヲ
常
ト
ス
時
ト

シ
テ
貧
民
ノ
子
女
父
母

二
手
傳

ヒ
操
業

ス
ル
モ
ノ
ハ
年
齢
尚
之
レ
ヨ
リ
幼
ナ
ル
モ
ノ
ア
リ
テ

一
日
三
銭
位
ノ
賃
銭

ヲ
得
又
燐
寸
工
場

ニ
テ
軸
木
ヲ
整

へ
若

シ
ク

ハ
箱
詰

ス
ル
業

ニ
ハ
六
歳
位
ノ
幼
女
ア
ル
ヲ
見
ル
此
等
ノ
業

ハ
個
々
賃
沸

ニ
シ
テ
軸
木

一
枢
整

へ
三
厘

十
ダ
ー
ス
箱
詰
メ
六
七
厘
ト
シ
出
來
高

二
磨
ジ
賃
銭

ヲ
與
フ
ル
ニ
ヨ
リ
就
業
時
間

二
制
裁
ナ
ク
任
意

二
労
働

シ
自
由

二
退
出

ス
ル
ノ
便

ア
リ
学
齢
ノ

モ
ノ
ハ
半
日
学
校

二
行
キ
半
日
工
場

二
勤
ム
ル
ヲ
得
恰

モ
婦
女
子
ノ
内
職
同
様

ニ
シ
テ
工
場
ノ
事
業
ト
見
徹

ス
ペ
カ
ラ
ザ

ル
モ
ノ
、
如

シ

十
九

幼
年
職
工
若

シ
ク

ハ
幼
年
徒
弟
ノ
労
働
時
間
二
制
限
ナ
キ

コ
ト

紡
績
工
場

二
使
役
ス
ル
幼
年
職
工

ハ
壮
年
者
ト
倶

二
書
又

ハ
夜
十
二
時
間
労
働

シ
時
ト

シ
テ

ハ
定
時
間
外
に
二
三
時
間
居
残
業

ヲ
ナ
ス
事

ア
リ
又
幼

年
ノ
徒
弟
ヲ
使
役

ス
ル
工
場

二
於
テ
繁
忙
ナ
ル
ト
キ

ハ
壮
年
職
工
ト
同
様
朝
五
時
ヨ
リ
タ
十
時
迄
若

シ
ク

ハ
深
夜
迄
十
五
時
間
以
上
労
働

セ
シ
ム
ル

事
ア
リ

ニ
十

幼
年
徒
弟
又

ハ
幼
年
職
工
二
就
学
ノ
時
間

ヲ
與

フ
ル
ノ
制
ナ
キ

コ
ト

一
般
工
場

ニ
テ
徒
弟
ヲ
早
出
、
居
残
又

ハ
夜
業

二
使
役

ス
ル
ヲ
以
テ
就
学
ノ
余
暇
ヲ
得
セ
シ
ム
ル
事
極
メ
テ
困
難
ナ
リ
紡
績
工
場

二
於

テ
寄
宿
舎

二

一
日
二
時
間
ノ
学
課
ヲ
授
ク
ル
制
ヲ
備

フ
ル
モ
ノ
ア
レ
ド

モ
實
際

一
日
操
業
十
二
時
間
他
ノ
十
二
時
間

ハ
睡
眠
、
休
養
、
衣
服
調
度
其
他
ノ
仕
末

二

時
ヲ
費
シ
身
神
疲
労
ス
ル
ヲ
以
テ
学
事

二
従

フ
余
力
ナ
シ

ニ
十

一

職
工
ノ
雇
入
、
解
雇
、
賃
銀
支
給
方
ヲ
職
工
ノ
頭
分

二
放
任
ス
ル
事

多
数
ノ
職
工
ヲ
傭
役
ス
ル
工
場
若

シ
ク

ハ
一
職
業
毎

二
請
負
ヒ
ヲ
ナ
サ
シ
ム
ル
工
場

ニ
テ
ハ
職
工
∠
雇
入
、
解
雇
、
賃
銀
支
給
方

一
切

ヲ
職
工
ノ
頭

分

二
任
セ
工
場
主

ハ
殆

ン
ド
関
係
セ
ザ
ル
モ
ノ
ァ
リ
此
場
合

二
於
テ
職
工
頭

ハ
配
下
職
工
ヨ
リ
ロ
銭
ヲ
徴
収
シ
若

シ
ク

ハ
其
進
退
ヲ
自
儘

ニ
シ
テ
工

場
ノ
規
則
ヲ
無
視
ス
ル
ノ
傾
キ
ア
リ

ニ
十
二

職
工
傭
主
ヨ
リ
解
雇
セ
ラ
ル
》
ト
キ
当
然
受
ク
ベ
キ
損
失
ヲ
賠
償

セ
ラ
ル
〉
規
定
ナ
キ

コ
ト

紡
績
、
製
紙
、
織
物

ノ
工
場

二
於
テ
契
約
ヲ
以
テ
職
工
ヲ
雇
入
ル

》
ト
キ
必
ズ
職
工
ノ
違
約
ヲ
処
分
ス
ル
規
定
ア
リ
多
ク

ハ
傭
主
ノ
損
失
ヲ
弁
償

ス

ル
ノ
法
ナ
リ
然
レ
ド
モ
傭
主

ノ
都
合

一一
テ
違
約

ス
ル
ト
キ
ノ
賠
償
ヲ
規
定

ス
ル
モ
ノ
殆
ト
稀
ナ
リ
契
約
ノ
年
期
ナ
キ
モ
ノ

ハ
傭
主
ノ
都
合

一一テ
此
ノ

手
当

ヲ
モ
給
セ
ラ
レ
ズ

シ
テ
即
日
解
雇
セ
ラ
ル
ル
モ
職
工

ハ
之

二
甘

ン
セ
ザ

ル
ヲ
得
ズ

ニ
十
三

食
物
若
シ
ク

ハ
物
品
ヲ
以
テ
賃
銀

二
代
ル
フ
ル
ノ
弊
ア
ル
事

都
会
ノ
工
場

二
在
テ

ハ
此
弊

ヲ
聞
ク
事
稀
ナ
レ
ド
モ
地
方

二
於
テ
幼
年
職
工
ヲ
多
ク
使
役
セ
ル
機
織
場
等

ニ
ハ
食
物
ト
衣
類
調
度
ヲ
以
テ
賃
銀

二
代

フ
ル
事

ハ
一
般

二
行

ハ
ル
》
処
ノ
弊
ナ
リ
先
年
都
会
某
工
場

ニ
テ
悪
疫
流
行
ノ
際
職
工
ノ
弁
当
ヲ
持
参
ス
ル
ヲ
禁
シ
之
レ
ヲ
工
場

一一
テ
賄
ヒ
日
給
ノ

幾
分
ヲ
引
キ
去
リ
タ
ル
事

ア
レ
ド
モ
忽
チ
物
議
ヲ
生

シ
テ
中
止
セ
リ

ニ
十
四

職
工
ノ
負
傷
、
疾
病
扶
助
ノ
法
不
完
全
ナ
ル
コ
ト

(略
)

二
十
五

職
工
業
務
ノ
為
メ

ニ
致
死
ス
ル
モ
ノ
ヲ
手
当
ス
ル
規
律
ナ
キ

コ
ト

(略
)
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二
十
六

女
子
操
業

二
制
裁
ナ
キ

コ
ト
及
男
女
ノ
作
業
場

二
区
別

ヲ
設
ケ
ザ
ル
コ
ト

女
子

ハ
綿
密

ニ
シ
テ
簡
易
ノ
業
若
シ
ク

ハ
美
麗

ニ
シ
テ
筋
力
ヲ
要
セ
ザ

ル
業

二
用
ヰ
ル
事
普
通
ナ
レ
ド

モ
賃
銭
ノ
廉
ナ
ル
タ
メ
筋
力
ヲ
要

ス
ル
雑
業

二
従
事
セ
シ
ム
ル
モ
ノ
往
々
是
ア
リ
煉
瓦
工
場
、

セ
メ
ン
ト
工
場

二
於
テ
土
灰
ノ
工
事

二
女
子
ヲ
用
ヰ
鉄
工
場
に
於
テ
職
工
ノ
助
手

二
女
子
ヲ
用

ユ

ル
モ
ノ
ア
リ
又
活
版
工
場
、
巻
煙
草
工
場
、
機
織
工
場

二
於
テ
工
男
ト
共

二
操
業

ス
ル
少
女

二
在
リ
テ

ハ
間
々
風
儀
ノ
宜

シ
カ
ラ
ザ

ル
モ
ノ
ア
リ

ニ
十
七

受
業
徒
弟
ノ
取
締
行

ハ
レ
ザ
ル

コ
ト

〈略
)

二
十
八

職
工
契
約
期
限
内

二
逃
走

シ
又

ハ
直
接
間
接

二
誘
引
セ
ラ
ル
》
事
ヲ
取
締
ル
法
ナ
キ

コ
ト

工
場
ヲ
建
テ
器
械
ヲ
据

エ
テ
日
々
定
額
ノ
製
品
ヲ
製
造
ス
ル
規
模
ノ
工
場

ハ
必
ズ
定
員
ノ
職
工
ヲ
雇
役

ス
ル
ニ
年
限
ヲ
契
約

シ
置
ク
モ
ノ
ニ
テ
同
業

者
ノ
間

二
夫
々
申
合
規
約

ア
リ
テ
互

二
職
工
争
奪

ヲ
取
締

ル
ノ
法
ヲ
設
ク

レ
ド
モ
充
分
實
行
セ
ラ
レ
得
ズ
今
日
職
工
ノ
不
足
ナ
ル
ヨ
リ
互

二
利
益
ヲ

賭
シ
テ
陰

二
誘
奪

ス
ル
弊

ア
ル
ヲ
以
テ
職
工

ハ
契
約

ヲ
重
セ
ズ
転
々
移
動

ス
ル
モ
ノ
多
シ
之

レ
ガ
為
メ
器
械

ヲ
無
益

二
運
転

シ
製
額

ヲ
減
ジ
損
失
ヲ

被
ル
工
場

ハ
少
カ
ラ
ズ
紡
績
工
場
ノ
多
ク

ハ
全
器
械
ノ
十
分

一
乃
至
二
十
分

一
ヲ
休
止
シ
テ
製
産
額

ヲ
減
ズ

ル
状
況

二
陥
ル
コ
ト
屡
々
ナ
リ

ニ
十
九

職
工
周
旋
業
者

二
弊
害
多
キ

コ
ト

素
人
ノ
女
子
ヲ
工
場

二
周
旋

ス
ル
紹
介
人
ナ
ル
モ
ノ
ニ
種
々
ナ
ル
弊
害
ア
リ

(
一
)
無
智
ノ
女
子
ヲ
甘
言

ニ
テ
誘
ヒ
工
場

二
周
旋

シ
工
場
ノ
待
遇
賃

銭
若
シ
初
メ
ノ
契
約

二
異
ナ
リ
テ
工
女
ノ
意

二
充
タ
ズ
帰
国
ヲ
欲
ス
ル
ト
キ

ハ
一
切
ノ
手
数
料
募
集
費
ヲ
負
担

セ
シ
ム
ル
旨

ヲ
強

ヒ
遂

二
服
務
ノ
已

ム
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ニ
到
ラ
シ
ム

(二
)
工
女

ノ
不
足
ヲ
奇
貨
ト
シ
甲
工
場
傭
役
中
ノ
モ
ノ
ヲ
誘
引

シ
姓
名
年
齢

ヲ
偽

ハ
ラ
シ
メ
テ
乙
会
社

二
周
旋
シ
莫

大
ノ
手
数
料
ヲ
獲

ル
コ
ト
ア
リ

(三
)
工
女
ノ
老
檜
ナ
ル
モ
ノ
ト
連
合
シ
会
社
職
工
ヲ
募
集

ス
レ
バ
遠
路
之

レ
ニ
鷹
セ
シ
メ
暫
時

二
之
レ
ヲ
招
還
シ

又
他
ノ
会
社
ノ
募
集

二
鷹

セ
シ
メ
彼
此
ノ
問

二
周
旋
料
ヲ
貧
ル
モ
ノ
ア
リ

(三
十
、
三
十

一
略
)
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以

上

の
よ

う

に
、

「通
弊

一
斑

」

は
、

職

工

の
労

働

時

間

、

夜

業

、

休

憩

、
年

齢

、
雇

入

、

解
雇

、

賃

金

、

労

働

災

害

、

職

工

の
逃

走

、

周
旋

業
者

の
弊
害

な
ど

に

つ
い
て
列
記

し

て
い
る
。

こ
の

「通
弊

一
斑
」

に
よ
り
、
当
時

の
女
性
労
働
者

(と
く

に
紡
績

工
場

の
女
性
)

の
状

況

を

知

る

こ
と

が

で
き

る
。

す

な

わ

ち
、

①

「十
八
、
徒
弟
又

ハ
幼
年
職

工
ノ
年
齢

二
制
限

ナ
キ

コ
ト
」

の
項

は
、
紡
績

工
場

で
は
、

工
女

を
募
集

す
る
際
、
年
齢

を
十

二
歳

ま

た

は
十
三
歳

以
上
と
限
定

し

て
い
る
が
、
職

工
不
足

の
た

め
、
実
際

に
は
七
、

八
歳

の
子
女

を
使

用
し

て
い
る
。
貧

民

の
子
女
が
父
母

の

仕
事
を
手
伝

っ
て

い
る
場
合

に
は
、

さ
ら
に
そ

の
年
齢

は
幼
な
く
な
り
、

こ
れ

に

つ
い
て
は

一
日
三
銭
程
度

の
賃

金
を
得

て

い
る
。
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②

「
二
十
六
、
女
子
操
業

二
制
裁

ナ
キ

コ
ト
及
男
女

ノ
作
業
場

二
区
別

ヲ
設
ケ
ザ

ル

コ
ト
」

の
項

で
は
、
女
子

は
綿

密

で
簡
易

の
仕
事

も
し
く

は
美
麗

で
筋
力

を
必
要

と
し
な

い
仕
事

に

つ
か
せ

る
こ
と
が
普
通

で
あ

る
が
、

そ

の
よ
う

な
仕
事

は
賃
金
が
安

い
の
で
、
筋
力
を

必
要
と
す

る
雑
業

に
従
事
す

る
女
性

が

い
る
。
た
と
え
ば
、
煉
瓦
、

セ
メ

ン
ト

の
工
場

で
は
土
灰

の
工
事

を
し
た
り

、
鉄
工
場

で
は
、
職

工

の
助
手
と
し

て
働

い
た
り
、
活
版
、

煙
草

工
場
、

機
織
工
場

で
は
男
工
と
共

に
操
業
す

る
女
性

が

い
る
。
そ

の
た

め
、
風
紀
が
乱
れ

て

い
る
。

③

「
二
十
九
、
職

工
周
旋
業
者

二
弊
害
多

キ

コ
ト
」

の
項

で
は
、
素
人

の
女
性
を

工
場

に
周
旋

す
る
紹
介

人

に
種

々

の
弊
害
が
あ

る
。

た
と
え
ば

、
無

智

の
女
性
を
甘
言

で
誘

い
工
場

に
周

旋
し
、
工
女

が
待
遇
、
賃
金
が
契
約
と
異
な

る

の
で
帰

国
し
よ
う

と
す

る
と
、

一
切

の
手
数
料

や
募

集
費
を
負
担

さ
せ
よ
う

と
す
る

の
で
、

止
む
な
く
服
務
せ
ざ

る
を
得
な
く
な

る
。

ま
た
、

工
女

の
不
足

か
ら
、
甲

工
場

に

雇
用
さ
れ

て

い
る
工
女
を
誘
引

し

て
、
姓
名
、
年
齢

を
偽

っ
て
乙
工
場

に
周
旋
し

て
莫
大
な
手
数
料

を
と
る

こ
と
が
あ
る
。

以
上

の

「通
弊

一
斑
」

は
、
後

に

「工
場
法
案
」
と
改
称
さ
れ

る

「職

工
法
案
」

の
立
案

に
重
要
な
影
響

を
与
え

て

い
る
。
な
ぜ

な
ら
、

「通
弊

一
斑
」

の
刊
行
時
期

(明
治
三
十
年

二
月
)
と
職
工
法
案

の
脱
稿
時
期

(同
年

六
月
)

が
近
接
し

て

い
る
か
ら

で
あ

る
。

さ
ら
に
、

両
者

の
内
容

が
、
き
わ

め
て
近
似
し

て

い
る
か
ら

で
あ
る
。

一
八
八
七

(明
治
三
十

)
年
六
月
、

よ
う
や
く

「職

工
法
案
」

が

で
き
上

っ
た
。
職

工
法
案

は
、
当
初

「工
場
法
案
」

と
称
し
た
が
、

途
中

か
ら

こ
の
名

称

に
変

わ

っ
た
。

こ

の
職

工
法
案

は
、
同
年
第

=

回
帝
国
議
会

に
提
出
さ
れ

る
こ
と

に
な

っ
て
い
た

が
、
議
会

が
十

二
月

二
十

五
日
に
解
散

さ
れ
た
た

め
廃
案

に
な

っ
た
。

19-一

160



.159

三
、
工
場
法
案

農
商
務
省

は
、
関

係
業

者
団
体

の
反
対

に
遭
遇

し
な
が
ら
も
、

根
強

く
各
地
方

の
工
場

の
視
察
や
調
査

を
重

ね
、

こ
れ
を

「工
業

視
察

紀
要
」

や

「工
場
及
職

工

二
関
す

る
通
弊

一
斑
」

と
し

て
公
刊

し
、
工
場
法

の
制
定

の
必
要
性

を
訴
え

て
き
た
。

一
八
九
八

(明
治
三
十

一
)
年
、
農
商
務
省

は
、
前

年
六

月

の
職
工
法
案
を
修
正

し

て
、

こ
れ
を

「工
場
法
案
」

と
改
称
し
、
同
年
九

月
に
、

こ
れ
を
各
地
商
業
会
議

所

に

「工
場
法
制
定
理
由
書
」
と
と
も

に
諮
問

し
た
。

「工
場
法
制
定
理
由
書

」
に
は
、
①

工
場
設
備
が
不

完
全

で
、

人
命
保
護
か
ら
政
府

の
監
督

が
必
要
な

こ
と
、
②

工
業

主
と
職

工
と

の
間

は
、
従
来

の
情
誼

の
関
係

が
衰

退
し

て
い
る
の
で
、

む
　

こ
れ

に
代
わ

る
法
律

の
関
係

を
確
立
す

る

こ
と
が
必
要

で
あ

る
。
な
ど
が
述

べ
ら
れ

て
い
る
。

工
場
法
案

は
、
女
性
労
働
者

の
保
護
規
定

に

つ
い
て
は
、

次

の

一
条

が
あ

る

の
み

で
あ

る
。

第

二
十
七
条

農
商
務
大
臣

ハ
婦

女
及
十

四
歳

未
満

ノ
職
工
徒
弟

ノ
就
業

ニ
シ
テ
特

二
危
険

ナ

ル
カ
又

ハ
健
康

若

ハ
風
儀

二
害

ア
リ

ト
認

ム
ル
ト
キ

ハ
之

ヲ
制
限

又

ハ
禁
止

ス
ル

コ
ト

ヲ
得

こ
れ

ま

で
の
女
性
労
働
者
保
護

を

め
ぐ

る
明
治

政
府

の
姿
勢

を
振
り
返

っ
て
み
る
と
、

一
八
八

四

(明
治

十
七
)
年

の

「興
業
意

見
」

の
な
か

で
示
さ
れ
た

「職

工
条
例

ノ
要
領
」

で
は
、

「童
工
女

ノ
使
役

二
関

ス
ル
制
限

ヲ
設
ケ

ル
事
」
と

い
う

一
項

目
が
あ

っ
た
。

こ
れ
は
、

女
工
を
使
用
す

る
に
当

っ
て
は
、

な
ん
ら
か

の
制
限

が
必
要

で
あ

る
と
し
た
考

え
を
示

し
た
も

の
で
あ
る
。
そ

の
後

の

一
八
八
七

(明
治

二
十
年

)

の

「職

工
条
例
案
」

で
は
、
第
四
章

工
場
製
造
所

の
な
か

で
、

「婦
女
及
十
四
歳
未
満

ノ
職

工

ヲ
夜
間
使
用

ス
ル

コ
ト
ヲ
得

サ
ル

コ
ト
」

の
規
定
を
設

け
、
女
性

の
深
夜
業

を
禁

止
し

て
い
た
。
し

か
し
、

一
八
九

八

(明
治

三
十

一
)
年

の

「工
場
法
案
」

で
は
、
上
記

の

一
条

の
み

で
、

そ
れ
以
外

の
女
性

労
働
者

の
保
護
規
定

は
見
ら
れ
な

い
。

「工
場
法
案

」

の
女
性
保
護
規
定

は
、

こ
れ
ま

で
の
経
過

か
ら

み
て
か
な
り
後
退

し
た
も

の
と
な

っ
て
い
る
。

さ
ら

に
、
同
年
十
月

に
、
農
商
務
省

は
、

こ
の
工
場
法
案
を
農
商

工
高
等
会
議

に
諮
問

し
た
。
同
会
議

で
は
、

工
場
法
案

に

つ
い
て
時

一20一
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期
尚

早
、

反
対

・
賛
成
な

ど
議
論

が
紛
糾

し
、
結
局
委
員
会

を
設
け
、

こ
れ

に
附
託

さ
れ

る
こ
と

に
な

っ
た
。
委

員
会

は
、
諮

問
さ
れ
た

工
場
法
案

に

つ
い
て
、
数
回

の
審
議

の
結
果
修
正

し
、

こ
の
修
正
案

を
農
商

工
高

等
会
議

に
報
告

し
、

同
会
議

は
同
年
十

月
三
十

一
日

に

こ
れ
を
決
定
し
た
。

農
商

工
高
等
会
議

の
修
正
案

で
は
、

「第

二
章
、
職
工
徒
弟
」

の
な
か

で
、
次

の
よ
う

に
女
性
労
働
者
保
護
規
定

が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、

夜
間
禁

止

に

つ
い
て
の
規
定

は
な

か

っ
た
。

第
九
条

、
女
子
又

ハ
十

四
歳
未

満

ノ
職

工
、
徒
弟

}二

日
十

二
時

間
以
上

ノ
就
業
時
間
及
就
業

ノ
種
類

を
制
限

ス
ル

コ
ト

翌

一
八
九
九

(明
治
三
十

二
)
年

四
月
、
農
商
務
省

は
、
農
商

工
高
等
会
議

の
修
正
法
案

を
各
地
方
長
官

に
諮
問

し
た
後
、

こ
れ
を
帝

国
議
会

に
上
程
す

る
ま

で
こ
ぎ

つ
け
た
が
、

し
か
し
、

こ
の
と
き
内
閣

の
更

迭

の
時
期
と
重
な
り
、
提
出

す
る
ま

で
い
か
な
か

っ
た
。

　　

他
方

、
前
年

の

一
八
九
八

(明
治

三
十

一
)
年
九
月
、
労
働
組
合
期
成
会

が
工
場
法
案

に

つ
い
て
修
正
意
見

を
発
表

し
た
。

こ
れ
は
、

労
働
者
側

か
ら

の
は
じ

め
て
の
意

見
発
表

で
あ

っ
た
。

こ
の
修
正
意
見

で
は
、
女
性
労
働
者

の
保
護

に

つ
い
て
、

「特

に
婦
女
幼
童

の
使

役

に
対

し

て
は
幾
多
震
標

す

べ
き
事
実

の
生
ず

る
な

き
を
保

す
べ
か
ら
ず

」
と
述

べ
て

い
る
。

労
働
組
合
期
成
会

の
修
正
意
見

を
み
る
と
、
女
性
や
年
少
者

の
深
夜
業

の
禁
止

に

つ
い
て
は
、
何

ら
触

れ

て
い
な

い
。

こ
れ

に

つ
い
て

は
、
容
認

し

て
い
た
と
思
わ
れ

る
。

一
八
九
八

(明
治
三
十

一
)
年

の
農
商
務
省

の
工
場
法
案

が
作
成

さ
れ
た
頃
は
、
繊
維
業

界
、
と
く

に
大
阪
府

の
方
面

で
は
、

女
工
争

奪

が
激
化

し

て
い
た
時

期

で
あ

っ
た
。

こ

の
た
め
、
地
方

レ
ベ
ル
で
は
、
各
府

県
会
を
も

っ
て
こ
れ

を
取
締

ま
る
努
力

を
し

て
い
た

の
で

あ

る
が
、
依
然

と
し

て
効

果
が
な

か

っ
た
。

こ
う

し
た
状
況

の
も

と

で
、

工
場
法
制
定

の
要
望
が
強
く
望
ま
れ

て
い
た
。

明
治
政
府

は
、

こ
の
よ
う
な
状

況

の
な

か
で
、

一
九
〇
〇

(明
治

三
十

三
)
年
勅

令

一
四
九
号

を
も

っ
て
臨
時
工
場
調
査
職

員
を
設
け
、

　お

　

商

工
局

工
務

課
に

「工
場
調
査
掛

」
を
置
き
、
予
算

一
万
円

を
計
上

し

て
さ
ら
に
工
場
お
よ
び
職

工

の
実
態
調
査

に
と
り

か
か

っ
た
。

こ

の
と
き

の
調
査
結
果

に

つ
い
て
は
、

「職
工
事
情
」

と
し

て
公
刊
さ
れ
た
。
農
商
務
省

は
、

こ
の
調
査
結
果
を
も
と

忙
し
て
、

一
九
〇

二

(明

一 一21-一 一
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治

三
十
五
)
年

一
月
、

「
工
場
調
査
要
領
」

を
ま
と
め
た
。

「工
場
調
査

要
領
」

は
、
繊
維

工
場

(生
糸
、
紡
績

、
織

物
、

組
物
〉
、
機
械

工
場

(機
械
製
造
、
器
具
製
造
、
造
船
等
)
化
学

工
場

(窯
業
、
瓦
斯
、
製
紙
、
製
薬
等
)
雑
種

工
場

(醸
造
業
、

製
糖
、
煙
草
、
印
刷
出
版
等
)
、
特
別
工
場

(電
気
、
金
属
精
錬
)

を
対
象
と
し
た
。

こ
の
う
ち
、
繊
維

工
場

の
数

は
、

一
九

二

一
、

馬
力
数

三
二
〇
九

、
職
工
数

一
九
六
、
七

二
三
人

で
、

工
場
数

は
原
動
力

を
使

用
す

る
工
場
数

の
七
割

を
占

め
、
馬
力
数

は
五

　ユ

割

二
分
、
職

工
数

は
、
三
分

の
二
以
上
を
占

め
て

い
る
。

工
場

種
別

か
ら
み
た
男
女
職
工
数

(原
動
力
を
使
用
す

る
工
場
)

で

は
、
織
物
九

一
九

、
六
六
九

人
が
も

っ
と
も
多
く
、

も
同

じ

で
あ
る

(第

40
表

・
第

41
表
)
。

女

工

の
大
部

分
は
、
繊
維

工
場

で
使
用
さ
れ

て
お
り
、

工
総
数

の
約

五
割
、

二
十
歳

以
上

の
女

工
は
約

四
割
、

い
る
。

ま
た
、
十

二
、
三
歳

以
下
八
、
九
歳
位

の
幼
者

は
、

て
い
る
。

一
九
〇

二

(明
治
三
十
五
)
年
十

一
月
、
農
商
務
省

は
、

し
、

こ
れ
を
関
係
各

省
、

　　

の
保
護
規
定

に

つ
い
て
、
次

の
よ
う

に
定

め
て
い
る
。

(第40表)原 動力を使用す る繊維工場の
工場数 ・男女別職工数(D

工場種別 工場数 男 工 女 工 男女職工数

生 糸 1,722 5,956 96,115 102,071

紡 績 137 18,950 65,168 84,118

織 物 52 2,268 7,484 9,752

その他 IO 234 548 782

合 計 1,921 27,408 ユ69,315 196,723

(第41表)原 動力を使用 しない繊維工場の
工場数 ・男女別職工数(2)

工場種別 工場数 男 工 女 工 男女職工数

生 糸 733 630 7,493 8,123

紡 績 8 320 246 366

織 物 294 2,179 i7,49a 19,6G9

その他 6 75 141 216

合 計 441 3,004 25,370 28,374

出所(Dお よび(2)と も、農商務省商工局工務 課
「工場調査要領」1902(明 治35)年10月 、間宏

監 修 ・解 説 「工 場 法1五 山 堂 書 店1987年 、

53-61頁 より作成。

(注)原 動力を使用す る繊維工場は、職工10人 以上、

原動力を使用 しない。繊維工場は、職工30人 以

上を使用す る工場

男工および女工 とも、14歳 以上プラス14歳 未満

の合計数。

 

こ
れ
に
生
糸
、
紡
績

が
続

い
て

い
る
。

こ

の
順
位

は
、
原
動
力
を
使
用
し
な

い
工
場

年
齢

は

一
定

し

て
い
な

い
が
、

お
よ
そ
十

四
歳

か
ら

二
十
歳
未
満

の
女

工
が
女

概

し

て
未
婚
者

で
あ

る
。

一
般

に
、

女
工
が
結

婚
す

る
と
き

は
、

工
場

を
辞

め
て

職

工
数

の
約

一
割

を
占

め
、
な

か
に
は
六
、
七
歳
位

の
幼
者
も

い
た
と

さ
れ

こ
れ
ま

で
の
調
査
結
果
や
審
議
経
過

を
基

に
、

「工
場
法
案

ノ
要
領

」
を
作
成

地

方
長
官
お
よ
び
商
業

会
議
所

に
回
付

し
、
意
見

を
求
め
た
。

こ
の

「工
場
法
案

ノ
要
領
」

は
、
女
子
労
働
者

一一22-一
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第
四

職
工

・
徒
弟
ノ
年
齢
制
限

十

一
歳
未
満
ノ
者

ハ
工
場

二
於
テ
傭
使
セ
シ
メ
サ
ル
コ
ト
、
但
シ
勅
令

ヲ
以
テ
向
十
箇
年
間
左

ノ
如
キ
猶
予
ヲ
与

フ
ル

コ
ト

満
八
歳
以
上
ノ
者

ハ
工
場
法
施
行
後
二
箇
年
ヲ
限
リ
、
満
九
歳
以
上
ノ
者

ハ
次
ノ
三
箇
年
ヲ
限
リ
満
十
歳
以
上
ノ
者

ハ
次
ノ
五
箇
年
ヲ
限
リ
傭
使

セ
ラ
ル
ル
ヲ
得
ル
コ
ト
、
但
シ

一
タ
ビ
傭
使
セ
ラ
レ
得
ル
年
齢

二
達

シ
タ
ル
者

ハ
、
爾
後
本
文

二
抵
触
ス
ル
ニ
至
ル
モ
、
傍
傭
使
ヲ
妨
ケ
ザ

ル
モ
ノ

ト
ス

第
五

徹
夜
業
ノ
制
限

十
六
歳
未
満
ノ
男
女
又

ハ
満
十
六
歳
以
上
ノ
女
子

ハ
、
午
後
十
時

ヨ
リ
午
前
四
時

二
至
ル
間
、
工
場

二
於
テ
傭
使
セ
シ
メ
ザ
ル
コ
ト
、
但

シ
左
ノ
例

外

ヲ
設
ク
ル
コ
ト

(
一
)

(二
)

(略
)

(三
)
工
場
二
於
テ
職
工
、
徒
弟
ヲ
ニ
組
以
上

二
分
チ
、
交
替

二
傭
使
ス
ル
場
合

二
関

シ
テ
ハ
、
勅
令
ヲ
以
テ
左
ノ
如
キ
除
外
例
ヲ
規
定
ス
ル
コ
ト
、

満
十
三
歳
以
上
十
六
歳
未
満
ノ
男
女
及
満
十
六
歳
以
上
ノ
女
子

ハ
、
午
後
十
時

ヨ
リ
午
前
四
時

二
至
ル
間
ト
錐
ド
モ
、
工
場

二
於
テ
傭
使

ス
ル
ヲ
得

ル
コ
ト
、
但
シ
工
場
法
施
行
後
五
箇
年

ハ
、
満
十

一
歳
以
上
十
三
歳
未
満

ノ
男
女

ヲ
傭
使

ス
ル
ヲ
得
ル
コ
ト

第
六

就
業
時
間
ノ
制
限

十
六
歳
未
満
ノ
男
女
又

ハ
満
十
六
歳
以
上
ノ
女
子

ニ
ハ
、
勅
令
ヲ
以
テ
十
二
時
間
以
上
ノ
就
業
時
間
ヲ
制
限
ス
ル
ヲ
得
ル
コ
ト
ト
シ
、
其
ノ
勅
令

ハ

向
十
箇
年

ヲ
期

シ
漸
次
就
業
時
間

ヲ
短
縮
ス
ル
ノ
目
的
ヲ
以
テ
、
左
ノ
如
ク
定
ム
ル
コ
ト
、
但

シ
天
災
事
変
ノ
際
及
臨
時
事
業
ノ
繁
忙
ナ
ル
場
合

二

関

シ
テ

ハ
、
例
外

ヲ
設
ク
ル
コ
ト

(甲
)
十
六
歳
未
満
ノ
男
女
又

ハ
満
十
六
歳
以
上
ノ
女
子

ハ
、
左

二
掲
ク
ル
就
業
時
間
ヲ
超

工
、
傭
使

ス
ル
ヲ
得
ザ

ル
コ
ト

第

一
種
工
場

十
四
時
間

第

二
種
工
場

十
五
時
間

(乙
〉
工
場
法
施
行
ノ
臼
ヨ
リ
五
箇
年
ノ
後

ハ
、
第

一
種
工
場
ノ
就
業
時
間
ヲ
十
三
時
間

二
短
縮

シ
、
第
二
種
工
場
ノ
就
業
時
間

ヲ
十
四
時
間

二
短

縮

シ
テ
、
五
箇
年
ヲ
経
タ
ル
後

ハ
、
第

一
種
工
場
ノ
就
業
時
間
ヲ
十
二
時
間

二
短
縮

シ
、
第
二
種
工
場
ノ
就
業
時
間

ヲ
十
三
時
間

二
短
縮
ス
ル
コ
ト

(丙
)
工
場
ノ
種
別

ハ
、
別

二
之
を
定
ム
ル
コ
ト

就
業
時
間
ノ
制
限

二
対
ス
ル
例
外

ハ
左
ノ
如
シ

第
七

休
憩
時
間
ノ

コ
ト

十
六
歳
未
満
ノ
男
女
又

ハ
満
十
六
歳
以
上
ノ
女
子

二
関
シ
テ

ハ
、
勅
令
ヲ
以
テ

一
日

一
時
間
三
十
分
以
内
ノ
食
事
及
ビ
休
憩
時
間

二
関
ス
ル
規
則
ヲ

定
ム
ル
ヲ
得

ル
コ
ト
ト
シ
、
其
ノ
勅
令

ハ
左
ノ
如
ク
定
ム
ル
コ
ト

工
場

二
於
テ

ハ
一
日

一
時
間
三
十
分
以
上
ノ
食
事
及
ビ
休
憩
時
間
ヲ
定
メ
、
十
六
歳
未
満
ノ
男
女
又

ハ
十
六
歳
以
上
ノ
女
子

二
休
憩

ヲ
為
サ
シ
ム

ベ
キ
コ
ト
、
但

シ

一
日
ノ
就
業
時
間
ガ
十
二
時
間
以
内
ナ
ル
場
合

二
於
テ

ハ
休
憩
時
間
ヲ

一
時
問
ト
為

シ
、

一
日
ノ
就
業
時
間
ガ
十
時
間
以
内
ナ
ル

場
合

二
於
テ

ハ
、
休
憩
時
間
ヲ
四
十
五
分
間
ト
為

ス
ヲ
得
ル
コ
ト

一一23-一 一
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事
業
ノ
種
類

二
依
リ
、
休
憩
時
間
中
機
械
ノ
運
転

ヲ
停
止
ス
ベ
キ
コ
ト
、
但
事
業
ノ
種
類

ハ
農
商
務
大
臣
之
ヲ
指
定
ス
ル
コ
ト

第
八

休
日
ノ
コ
ト

十
六
歳
未
満
ノ
男
女
又

ハ
満
十
六
歳
未
満
以
上
ノ
女
子

ハ
、
勅
令
ヲ
以
テ

一
箇
月
二
日
以
内
ノ
休
日

二
関

ス
ル
規
則
ヲ
定
ム
ル
ヲ
得
ル
コ
ト
ト
シ
、

其
ノ
勅
令

ニ
ハ
就
業
時
間
ノ
制
限

二
対
ス
ル
例
外

二
準
ジ
テ
、
天
災
事
変
ノ
際
、
及
臨
時
事
業
ノ
繁
忙
ナ
ル
場
合

二
関
ス
ル
例
外

ヲ
設
ク
ル
コ
ト

第
九

特

二
危
険
ナ
ル
カ
又

ハ
衛
生

二
害
ア
ル
業
務

二
関

ス
ル
制
限

十
六
歳
未
満
ノ
男
女
又

ハ
満
十
六
歳
以
上
ノ
女
子

ハ
、
勅
令
ヲ
以
テ
特

二
危
険
ナ
ル
カ
、
又

ハ
健
康

二
害
ア
ル
業
務
ヲ
禁
止
制
限

ス
ル
ヲ
得
ル

コ
ト

ト
ス
、
但
其
ノ
勅
令
ヲ
以
テ
制
限
ス
ル
モ
ノ
ハ
左
ノ
如
シ

(甲
)
運
転
中
ノ
機
械
ノ
危
険
ナ
ル
部
分
、
原
動
力
機
若
ク

ハ
動
力
伝
導
装
置
ノ
掃
除
、
注
油
、
検
査
若
ク

ハ
修
繕
又

ハ
運
転
中
ノ
調
帯
、
調
索
、

取
外

シ
若
ク

ハ
取
付
ケ

ニ
、
十
六
歳
未
満
ノ
男
女
又

ハ
満
十
六
歳
以
上
ノ
女
子
ヲ
傭
使
ス
ル
ヲ
得
ザ

ル
コ
ト

(乙
)
塵
埃
、
粉
末
、
有
害
瓦
斯
ヲ
発
生

ス
ル
業
務
、
毒
薬
、
劇
薬
、
其
他
有
害
料
品
、
又

ハ
爆
発
性
、
発
火
性
ノ
料
品
ヲ
取
扱
フ
業
務
、
塵
埃
、

粉
末
、
有
害
瓦
斯

ヲ
発
生

ス
ル
場
所

二
於
ケ
ル
業
務

ニ
ハ
、
十
六
歳
未
満
ノ
男
女
又

ハ
満
十
六
歳
以
上
ノ
女
子
ノ
傭
使
ヲ
禁
止
シ
、
又

ハ
制
限

ス
ル

コ
ト
、
但
業
務
及
職
工
ノ
種
類

ハ
農
商
務
大
臣
之
ヲ
指
定

ス
ル

コ
ト

こ
の

「
工
場
法
案

ノ
要
領
」

で
は
、
十

一
歳
未
満

の
職

工
徒
弟

の
使
用
禁
止
、
,十

六
歳
未
満

の
男
女
ま
た
は
十
六
歳

以
上

の
女
子

の
徹

夜
業

(午
後
十
時

か
ら
午
前

四
時

ま

で
)

の
禁

止
、

お
よ
び

一
日
十

二
時
間

以
上

の
就
業
時
間

の
制
限
、

さ
ら

に

一
日

一
時
間

三
十
分
以

内

の
食
事
時
間
と
休
憩
時
間
、

一
ヶ
月

二
日
以
内

の
休
日
、

そ
の
他
危
険
業
務

の
制

限
な
ど
に

つ
い
て
定

め

て
い
た
。

こ
れ
ら

の
女
性
労

働
者
保
護
規
定

は
、

こ
れ
ま

で
の
も

の
と
比
較
し

て
、
内
容

が
充
実

し

て
い
た
。

し
か

し
、

こ
の

「工
場
法
案

ノ
要
領

」
は
日
露

戦
争

の
開
戦
と
と
も

に
、
法
案

の
検
討

を

一
時
中

断
を
余

儀
な
く
さ
れ
た
。

そ

の
後
、

一
九
〇
五

(明
治

三
十

八
)
年

に
戦
争

が
終
了
し
、
再

び
法
案

の
検
討

が
行

わ
れ
る
よ
う

に
な

っ
た
。
そ

の
結
果
、

一
九
〇
九

(明
治

四

十

二
)
年
十

二
月
、
第

二
六
回
帝
国
議

会

に
よ
う

や
く
法
案

の
提
出

に
至

っ
た
。
し
か
し
、
議
会

で
は
綿

糸
紡
績

業
者
か
ら
、
夜
業
禁
止

に

つ
い
て

の
反
対

が
強

く
、

政
府

は

こ
れ
を
撤

回
せ
ざ

る
を
得
な
く
な

っ
た
。

一
九

一
〇

(明
治
四
十

三
)
年
十
月
、
農
務
省

は
、

「
工
場
法
案

の
説
明
」
と
題
し
た
冊
子
を
作
成

し
、

工
場
法
案

に

つ
い
て
の
詳
細
な

.

説
明
を
行
な

い
、

こ
れ
を
関
係
各
省
、

地
方
長
官

、
商

業
会
議
所
、
社
会
政
策
学
会

、
大

日
本

蚕
糸
会
、

大
日
本
紡

績
連
合
会
、

工
業
協

一24一
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会
そ

の
他

の
工
業
団
体
な
ど

に
諮
問
を
し
た
。
さ
ら
に
、

こ
れ
ら

の
答
申

を
基

に
し

て
、

「工
場
衛
生
調
査
資
料
」

を
添

え

て
、
法
案
を
生

産
調
査
会

の
議

に
付

し
た
。

生
産
調
査
会

は
、
法
案
を
特
別
委

員
会

(委

員
長
、
渋

沢
栄

一
)

に
付
託
し
た
。
委
員
会

は
、
紡
績
業
者
、

製
紙
業
者

、
印

刷
業

者
お

よ
び
医
師
な

ど
を
招

い
て
意
見
聴
取

し
、
数
回

の
審
議

を
重
ね

て
、

法
律

の
適
用
範
囲

そ

の
他

に

つ
い
て
修
正
案

を
作
成

し
た
。

こ
の
修

正
案

は
、

一
九

一
〇

(明
治

四
十

三
)
年
十
月

三
十

日

の
本
会
議

に
上
程

さ
れ
、
可
決

さ
れ

た
。

こ
れ
に
よ
り

同
年
十

二
月

一
日

に
生
産

(
19
>

調
査
会
の

「工
場
法
案

二
対
ス
ル
答
申
書
」
ガ
農
商
務
大
臣
宛
に
提
出
さ
れ
た
。

ハ　
　

生
産
調
査
会

の
修
正

工
場
法
案

は
、
女
性
労
働
保
護
規
定

に

つ
い
て
、

次

の
よ
う

に
定

め
て

い
る
。

第
二
条

工
場
主

ハ
十
二
歳
未
満
ノ
者
ヲ
シ
テ
工
場

二
於
テ
就
業

セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

ス
、
但
シ
本
法
施
行
ノ
際
十
歳
以
上
ノ
者
ヲ
引
続
キ
就
業

セ
シ

ム
ル
場
合

ハ
此
ノ
限

二
在
ラ
ス

行
政
官
庁

ハ
軽
易
ナ
ル
業
務

二
付
キ
就
業

二
関

ス
ル
条
件
ヲ
附

シ
テ
十
歳
以
上
ノ
者
ノ
就
業

ヲ
許
可
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
三
条

工
場
主

ハ
十
五
歳
未
満
ノ
者
及
女
子
ヲ
シ
テ

一
日

二
付
十
二
時
間
ヲ
超

エ
テ
就
業

セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

ス

主
務
大
臣

ハ
業
務
ノ
種
類

二
依
リ
本
法
施
行
後
十
五
年
間
ヲ
限
リ
前
項
ノ
就
業
時
間
ヲ
ニ
時
間
以
内
延
長
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

就
業
時
間

ハ
工
場
ヲ
異

一一
ス
ル
場
合
ト
錐
前
二
項
ノ
規
定
ノ
適
用

二
付
テ

ハ
之
ヲ
通
産

ス

第
四
条

工
場
主

ハ
十
五
歳
未
満
ノ
者
及
女
子
ヲ
シ
テ
午
後
十
時

ヨ
リ
午
前
四
時

二
至

ル
間

二
於
テ
就
業
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

第
五
条

左
ノ
各
号
ノ

=

一該
当
ス
ル
場
合

二
於
テ

ハ
前
条
ノ
規
定
ヲ
適
用
セ
ス
但

シ
本
法
施
行
十
五
年
後

ハ
十
四
歳
未
満
ノ
者
及
二
十
歳
未
満
ノ
女

子
ヲ
シ
テ
午
後
十
時

ヨ
リ
午
前
四
時

二
至
ル
問

二
於
テ
就
業
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

ス

一

一
時

二
作
業

ヲ
為

ス
コ
ト
ヲ
必
要
ト
ス
ル
特
種
ノ
事
由
ア
ル
業
務

二
就
カ
シ
ム
ル
ト
キ

ニ

夜
間
ノ
作
業
ヲ
必
要
ト
ス
ル
特
種

ノ
事
由
ア
ル
業
務

二
付
カ
シ
ム
ル
ト
キ

三

昼
夜
連
続
作
業
ヲ
必
要
ト
ス
ル
特
種

ノ
事
由
ア
ル
業
務

二
職
工
ヲ
ニ
組
以
上

二
分
チ
交
替

二
就
業

セ
シ
ム
ル
ト
キ

前
項

二
掲
ケ
タ
ル
業
務
ノ
種
類

ハ
主
務
大
臣
之
ヲ
指
定
ス

第
六
条

職
工
ヲ
ニ
組
以
上

二
分
チ
交
替

二
就
業

セ
シ
ム
ル
場
合

二
於
テ

ハ
本
法
施
行
後
十
五
年
間
第
四
条
ノ
規
定
ヲ
適
用
セ
ス

第
七
条

工
場
主

ハ
十
五
歳
未
満

ノ
者
及
女
子

二
対
シ
毎
月
少
ク
ト
モ
ニ
回
ノ
休
日
ヲ
設
ケ
職
工
ヲ
ニ
組

二
分
チ
交
替

二
午
後
十
時
ヨ
リ
午
前
四
時

二

至
ル
間

二
於
テ
就
業
セ
シ
ム
ル
場
合

モ
第
五
条
第

一
項
第
二
号

二
該
当
ス
ル
場
合

二
於
テ

ハ
少
ク
ト
モ
四
回
ノ
休
日
ヲ
設
ケ
又

一
日
ノ
就
業
時
間
力

一25一
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六
時
間
ヲ
超

ユ
ル
ト
キ

ハ
少
ク
ト
モ
三
十
分
、
十
時
間

ヲ
超

ユ
ル
ト
キ

ハ
少
ク
ト
モ

一
時
間
ノ
休
憩
時
間
ヲ
就
業
時
間
中

二
於
テ
設
ク

ヘ
シ

職
工

二
二
組
以
上

二
分
チ
交
替

二
午
後
十
時

ヨ
リ
午
前
四
時

二
至
ル
間

二
於
テ
就
業
セ
シ
ム
ル
ト
キ

ハ

一
週
間

ヲ
超

エ
サ
ル
期
間
毎

二
其
ノ
就
業

時
間

ヲ
転
換
ス

ヘ
シ

第
九
条

工
業
主

ハ
十
五
歳
未
満
ノ
者
及
女
子
ヲ
シ
テ
運
転
中
ノ
機
械
若

ハ
動
力
伝
導
装
置

二
調
帯
、
調
索
ノ
取
付
ケ
若

ハ
取
外

シ
ヲ
為
シ
其
ノ
他
危

険
ナ
ル
業
務

二
就
カ

シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

ス

第
十
条

工
業
主

ハ
十
五
歳
未
満
ノ
者

ヲ
シ
テ
毒
薬
其
他
有
害
料
品
又

ハ
発
火
性
若

ハ
引
火
性
ノ
料
品
ヲ
取
扱

フ
業
務
並
著

シ
ク
塵
埃
粉
末
ヲ
飛
散
シ

又

ハ
有
害
瓦
斯
ヲ
発
生

ス
ル
場
所

二
於
ケ
ル
業
務
其
ノ
他
危
険
若

ハ
衛
生
上
有
害
ナ
ル
場
所

二
就
カ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

ス

第
十

一
条

主
務
大
臣

ハ
前
二
条

二
掲
ケ
タ
ル
業
務
ノ
範
囲
ヲ
定

メ
及
十
五
歳
以
上
ノ
女
子

二
付
キ
前
条
ノ
規
定

ヲ
適
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
十
二
条

主
務
大
臣

ハ
病
者
及
産
婦

二
付
キ
其
ノ
就
業
ヲ
制
限
シ
又

ハ
禁
止

ス
ル
コ
ト
ヲ
得

生
産
調
査
会
の
保
護
規
定
に
関
す
る
修
正
の
要
点
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。
①
十
六
歳
未
満
の
就
業
時
間
の
制
限
を

「十
五
歳
未

満
」
に
し
た
。
②
特
殊
業
務
に
関
し
、
十
年
後
に
十
四
歳
未
満
の
者
お
よ
び
二
十
歳
未
満
の
女
性
の
夜
業
禁
止
を

「十
五
年
後
」
と
し
た
。

③
さ
ら
に
、
二
交
替
就
業
に
関
し
、
法
令
条
件
の
遵
守
を
条
件
に
、
十
五
年
間
の
夜
業
禁
止
規
定
の
適
用
除
外
を
、
条
件
な
し
で
十
五
年

間
の
夜
業
禁
止
を
猶
予
す
る
こ
と
に
し
た
。

生
産
調
査
会
の
修
正
工
場
法
案
は
、
工
場
法
の
最
終
的
な
基
礎
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
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第
三
節

工
場
法
の
成
立
と
女
性
労
働
保
護
立
法

一
、

工
場

法

の
成

立

農
商
務
省

は
、

一
九

一
〇

(明
治

四
十
三
)
年
十

二
月

の
生
産
調
査
会

の

「工
場
法
案

二
対

ス
ル
答
申
書
」

(修
正

工
場
法
案
)

に
基
づ

き
工
場
法
案

を
作
成
し
、

こ
れ
を
翌

一
九

一
一

(明
治

四
十

四
)
年

二
月

二
日

の
第

二
十
七
回
帝
国
議
会

に
提
出

し
た
。
議
会

で
は
、
農
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　こ

商
務
大
臣
大
浦
兼
武

は
、

工
場
法
案

の
提
案
理
由

に

つ
い
て
、

次

の
よ
う

に
述

べ
て

い
る
。

「工
場
法

ハ
十
数
年
来

ノ
問
題
デ
、
政
府

二
於

テ
モ
種

々
ノ
調
査

ヲ
尽

シ
此
度
本
案

ヲ
提
出

シ
タ
訳
デ

ア
リ

マ
ス
、
御
承
知

ノ
通
リ
昨

年

即
チ
前

議
会

二
案

ヲ
具

シ
テ
提
出
致

シ

マ
シ
タ
所

ガ
屡

々
委

員
会
等

モ
開

カ

レ
種

々
御
意
見

モ
ァ

ツ
タ

コ
ト
デ
ゴ
ザ

イ

マ
ス
ガ
、
其

ノ

当
時
内

容

二
於

テ
再

ビ
調
査

セ
ザ

ル
ヲ
得

ヌ
ト
云

フ

コ
ト
ヲ
信

ジ

マ
シ
テ
、

一
旦
撤

回
致

シ

マ
シ
タ
、
其

ノ
後
尚

ホ
我
国

ノ
現
状

二
適

当

ス
ル
所

ノ
法
律

ヲ
制
定
致

シ
タ
イ
ト
存
ジ

マ
シ
テ
調
査

二
調
査

ヲ
重

ネ

テ
昨

年

ノ
秋
全
国
地
方
長
官
或

ハ
商
業
会
議
所
或

ハ
中
央
衛

生
会
、
其

ノ
他

工
業
協
会
、
生
産
調
査
会

ア
ラ

ユ
ル
関
係

ノ
処

二
意
見

ヲ
広

ク
諮

ヒ

マ
シ
テ
意
見

ヲ
纏

メ
テ
更

ラ

ニ
生
産
調
査
会

二
於

テ

ハ
熱

心
研
究

セ
ラ

レ
タ

ノ
デ

ア
リ

マ
ス
、
生
産
調
査
会

ハ
尚

ホ
紡
績
業
者
其

ノ
他

実
際
其

ノ
業

二
当

ッ
テ
居

ル
ト

コ
ロ
ノ
人

ヲ
招

ン

デ
意
見

ヲ
詳

シ
ク
聴
イ

テ
其

ノ
最
終

二
意
見

ヲ
纏

メ
タ
ノ
デ
余
程
鄭
重

二
調

ベ
タ

モ
ノ
デ
ゴ
ザ
イ

マ
ス

今

日

ハ
御

承
知

ノ
通
リ
我
ガ
邦

ノ
工
業

ノ
発
達

二
伴

ヒ

マ
シ
テ
愈

々
弦

二
工
場
法
案

ヲ
制
定

ス
ル
必
要

二
迫

ツ
タ

ノ
デ
ゴ
ザ

イ

マ
ス
、

其

ノ
精
神

ハ
健
全

ナ

ル
我
国

ノ
工
業

ノ
発
達

ヲ
計
画

ス
ル
ト

同
時

二
婦
女

子
幼
年

者

ノ
健
全

ヲ
保
護

シ
熟

練
工

ヲ
養
成

シ
我
国

ノ
工
業

ノ
発
達

ヲ
図

ラ
ナ
ク

テ

ハ
ナ
ラ
ヌ
ト
云

フ
考
デ
ゴ
ザ

イ

マ
ス
」

議
会

は
、

工
場
法
案
を
特
別
委
員
会

(委
員
長
大
岡
育
造
)

に
付
託

し
た
。
委

員
会
は
、
六
回

に
わ
た

る
審
議

の
結
果
、
修
正

を
加

え

て
本
会
議

に
報
告
し
た
。
修
正

の
要
点

は
、
次

の
五
点

に
あ

っ
た
。
①

工
場

の
適
用
範

囲
を

「
一
〇
人
」
か
ら

「
二
〇
人
」
に
し
た
。

(第

一
条

一
項

一
号
)
②

交
替
制

の
夜
間
就
業

に

つ
い
て
、
七

日
を
超
え
な

い
期
間
毎

に
転
換

を

「十
日
」

に
し
た
。

(第
七
条

二
項
)
③
特
別

の
労
働
時
間

の
延
長

に

つ
い
て
、

「季
節

二
依

リ
繁
忙

ナ
ル
事
業

二
付

テ

ハ
工
業
主

ハ

一
定

ノ
時

二
付

予
メ
行

政
官
庁

ノ
認
可

ヲ
受

け
其

ノ

期
間
中

一
年

二
付
百

二
十
日

ノ
割

合

ヲ
超

エ
ザ

ル
限

リ
就
業
時
間

ヲ

一
時
間

以
内
延
長

ス
ル

コ
ト

ヲ
得
此

ノ
場
合

二
於

テ

ハ
其

ノ
認
可

ヲ

受

ケ
タ

ル
期
間

二
前
項

ノ
規
定

ヲ
適
用

セ

ス
」
を
追
加

し
た

(第
八
条

四
項
)
。
④

工
場
管
理
人

に
関

す
る
規
定

に

つ
い
て
は
提
出
案

と
生

　　
　

産
調
査
会

に
対
す

る
諮
問

と
を
合
わ
せ
た

(第
十
八
条

)
。

衆
議
院
本
会
議

で
は
、
適
用
範
囲

に

つ
い
て
、

「常
時

一
五
人
以
上

ノ
職

工
ヲ
使
用

ス
ル
モ
ノ
」

に
修
正

し
た
の
み
で
、
報
告

ど
お
り
法
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案

を
可
決

し
た
。
続

い
て
貴
族
院

で
は
、
特
別
委
員
会

(委
員
長
三
島
弥
太
郎
)

に
付
託
さ
れ
、
委
員
会

は
六
回

に
わ
た

る
審
議

の
結
果
、

多
数

を
も

っ
て
可
決

し
、
同
年

三
月

二
日

の
本
会
議

に
報
告
し
た
。
同
日
、
本
会
議
も
ま
た
多
数

を
も

っ
て
法
案
を
可
決
し
た
。

こ
こ
に
、

工
場
法
は
、
成
立
し
た
。

振
り

返

っ
て
み
れ
ば
、

工
場
法

を
制
定

し
よ
う

と
す

る
試

み
は
、

一
八
八

一

(明
治
十

四
)
年

か
ら

で
あ

る
。

同
年

、
農
商
務
省
が
内

務
省
か
ら
分
離

さ
れ
、
翌
年
農
商
務
省

の
な

か
に
工
務

局
調
査

課
が
設
置

さ
れ
、
将
来

の
工
場
法

の
制
定

に
向

け

て
調
査
を
開

始
し

て

い

る
。し

か
し
、

工
場
法

が
成
立

す
る
ま

で
は
、
実

に
三
十
年

間

の
歳
月
を
経

て

い
る
。

そ

の
間
、
農
商
務
省

は
、

日
清

(明
治

二
十
七
～
八

年
)
、

日
露

(明
治
三
十
七
～

三
十
八
年
)
戦
争
を

は
さ
み
な
が
ら
、
関
係
業
者
団
体

か
ら

の
時
期
尚
早
、
反
対
な
ど
に
会

い
な

が
ら
、
調

査
、
視
察
、
ま
と

め
、
諮
問
、
法
案
提
出

な
ど
を
繰
り

返
し

て
き
た
。

工
場
法

を
手

が
け
、
施
行

ま

で
こ
ぎ

つ
け
た
農
務

省
工
務
局
長

の

岡
実

「工
場
法
論
」

に
よ
る
と
、

「実

二
約

三
十
年

ノ
星
霜

ヲ
積

ミ
、
此

ノ
問
主
務

大
臣

ノ
更
迭

ヲ
重

ヌ

ル

コ
ト
実

二
二
三
回
、

工
務
局
長

又

ハ
商
工
局
長

(農
商
務
省
、
内
務
省
)

ト

シ
テ
主
任
者

ヲ
換

フ
ル

コ
ト

一
五
人
、
稿

を
更

ム

ル

コ
ト
亦
実

二
百

数
十

回

二
及

ヒ
タ

ル
モ

　　
　

ノ
ナ
リ
」
と
述

べ
て

い
る
。

農
商
務
省
が
、

工
場
法

の
制
定
を
手
が
け
は
じ
め
た

一
八
八

一

(明
治
十
四
)
年

の
頃

は
、
日
本

は
、

「富
国
強
兵
」

を
国
是

と
し
た

「殖

産

興
業
政
策
」

の
開
始
時
期
、

す
な
わ
ち
近

代
産
業
が
移
植
さ
れ

は
じ
め
た

こ
ろ

で
あ

る
。
明
治

政
府

は
、

そ

の
こ
ろ
す

で
に
海
外

の
実

情
を
知
り
、

工
場
法

の
制
定

の
必
要
性

を
認
識
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。
政
府

の
工
場
法

へ
の
取

り
組

み
は
、

早

い
時

期
か
ら
着
手
し

て

い
た
と

い
え

る
。

し
か
し
、

そ

の
後

日
本

の
近
代
産
業

、
と
り
わ
け
繊
維
産
業

の
急
速
な
発
展

を
背

景

に
、

経
営
者

た
ち

は
、
工
場
お

よ
び
職

工

の
取
締
ま
り

に
強
固

に
反

対
し
続

け

て
き
た
。
工
場
法

は
、

そ

の
よ
う
な
状
況

の
も

と

で
実

に
難
産

で
あ

っ
た
。
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二
、

工
場
法

の
概
要

(
}
)

工
場

法

の
し
く

み

工
場
法

に
お
け

る
女
性
労
働
者
保
護
立
法

の
理
解

を
深
め

る
た
め

に
、

工
場
法

の
し
く

み
、
目
的
、
特
徴
、
主
要
内

容
な
ど

に

つ
い
て

概
観

し

て
お
き
た

い
。

ま
ず
、

工
場
法

の
し
く

み

で
あ
る
が
、

同
法

は
、
条

文

二
十

五
条
、
施
行
令

四
十

二
条
、
施
行
規

則
三
十

一
条

か
ら
な

っ
て

い
る
。
同

法

は
、

一
九

=

(明
治

四
十

四
)
年

に
制
定

後
、

一
九

二
三

(大
正
十

二
)
年
、

一
九

二
九

(昭
和

四
)
年

、

一
九

三
五

(昭
和
十
)

年
、

一
九

四
四

(
昭
和
十
九
)
年
、
計

四
回
改
正

さ
れ

て
い
る
。

(
二
)

工
場

法

の
目
的

工
場
法

の
制
定

の
目
的

に

つ
い
て
は
、
法
文
上
明
ら
か

で
は
な

い
。

こ
れ

に

つ
い
て
は
、

す

で
に
と
り
上
げ

た
よ
う

に
、

一
九

=

(明

治

四
十

四
)
年

二
月

二
日
、
第

二
十
七

回
帝
国
議
会

に
お
け

る
農
商
務
大
臣
大
浦
兼
武

の
工
場
法
案

の
提
出

理
由

が
参

考
と
な

る
。
次

の

よ
う

に
、
提
案
理
由
を
述

べ

て
い
る
。

「今

日

ハ
御

承
知

ノ
通

リ
我
ガ
邦

ノ
工
業

ノ
発
達

二
伴

ヒ

マ
シ
テ
愈

々
蝕

二
工
場
法
案

ヲ
制

定

ス
ル
必
要

二
迫

ツ
タ

ノ
デ
ゴ
ザ

イ

マ
ス
、

其

ノ
精
神

ハ
健
全

ナ
ル
我
国

ノ
工
業

ノ
発
達

ヲ
計
画

ス
ル
ト
同
時

二
婦
女

子
幼
年
者

ノ
健
全

ヲ
保
護

シ
熟
練

工

ヲ
養
成

シ
我

国
ノ
工
業

ノ
発

達

ヲ
図

ラ
ナ
ク

テ

ハ
ナ
ラ
ヌ
ト
云

フ
考
デ
ゴ
ザ

イ

マ
ス
」
。

こ
れ

に
よ
る
と
、
法
案

の
提
出
理
由

と
し

て
、
①
婦
女

子
幼

年
者

の
健
全

な
保
護
②

熟
練

工

の
育
成

の
二
点

を
掲
げ

て
い
る
。

で
は
、

そ

の
二
点

は
、

い
か
な

る
背
景

に
由
来

し

て
い
る
か
。

こ
れ

に
関

し

て
、
間
宏

氏

は
、
明
治
政
府

が
労
働
者

の
保
護

に
積

極
的

に
乗

り
だ

ま

　

す
よ
う

に
な

っ
た

の
は
、
明
治

二
十
年

に
入

っ
て
か
ら

で
あ
る
と
し
、

そ
れ
に

つ
い
て
は
、

二

つ
の
大

き
な
理
由

が
あ

っ
た
と
し

て
い
る
。

①

「
『富
国
強
兵
』
を
国
是
と

し
て

い
た
、
明
治
政
府

と
し
て
は
、
富
国

の
為

に
鉱

工
業
を
発
達

さ
せ
る
必
要
が
あ

っ
た

が
、

そ

の
た
め
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に
は
、

そ
れ
ま

で

の
よ
う

に
、
労
働
者

を
劣
悪
な
労

働
条

件

で
働
か
せ
、
彼
等
を
摩
耗

さ
せ
る
使
用
者

の
雇

用
方
法
に
重
大
な
懸
念

を
抱

い
た
か
ら

で
あ

る
。

そ
れ
は
若

い
男
子
労
働
者

の
体
力
を
低
下

さ
せ
、
強
兵

の
実

を
挙
げ

る

こ
と
が

で
き
な
く
な

っ
た
と
考
え

た

か
ら

で
あ
り
、
同
時

に
若

い
労
働

者
を
酷
使

す
る

こ
と

に
よ
り
母
性
を
損

い
、

そ

の
健
康

な
子
供
、

す
な
わ
ち
次

代
を
担
う

べ
き

労
働
力

と
運
動

の
低
下

を
恐

れ
た
」
か
ら

で
あ

る
。

②

「使
用
者

の
な

す
が
ま
ま

に
労
働

者
を
扱
わ
せ

る
こ
と

に
よ
り
、
劣
悪
な
労
働
条

件
と
悪
質

な
募
集

人

に
よ

っ
て
、
労
働
移
動

が
激

化
し
、

一
つ
の
職
場
、

一
つ
の
職
業

に
定
着
す

る
労
働
者

が
少
な
く
な
り
、
優
秀

な
技
能

工
を
育
成

す
る

こ
と

が
困
…難
に
な

っ
た

か

ら

で
あ

る
」

と
し

て
い
る
。

問
宏
氏

は
、
①

で
富

国
強

兵

の
も
と

で

の
男
子

の
体
力
低
下
と

と
も

に
母
性
保
護

の
必
要

性
を
理
由
と
し

て
挙
げ

て

い
る
。
②

で
は
、

劣
悪
な
労
働
条
件

と
労
働

移
動

の
激
化

の
も
と

で
、
優
秀
な
技
能

工

の
育
成

困
難

を
理
由

と
し

て
挙
げ

て

い
る
。

明
治

二
十

年
代

は
、

工
場
法
案

の
立
案

の
段
階

で
あ

る
が
、
間
宏
氏

の
挙
げ

る
労
働

者
保
護

の
理
由

は
、
そ

の
ま
ま

工
場
法

の
制
定

の

背
景

と
な
り

目
的

と
な

っ
て

い
た
と
考
え

る
。

私
見

と
し

て
は
、
次

の
よ
う

に
考
え

て

い
る
。

工
場
法

の
目
的

は
、

明
治

政
府

が
国
是
と
し
た
富
国
強
兵
と
そ

の
具
体
化

の
た
め

の
殖

産
興
業
政
策

と

の
関
連

で
理
解
す

べ
き
も

の
と
考
え

る
。
す
な

わ
ち
、

明
治
政
府

は
、

国
内

外

の
事
情

か
ら
富
国
強
兵

こ
そ
根
本

で
あ
る

と
し
、

こ
れ
を
国
是
と
す

る
こ
と

に
よ
り
、
さ

ら
に

こ
れ
を

具
体
的

に
推
進

し

て

い
く
た

め
に
殖
産
興
業
政
策
を
目
標

と
し
た
積
極
的
産

業
奨
励

政
策

を
実

施
し

て
い

っ
た
。

そ

の
過
程

で
、
殖
産
興
業

政
策

・
産
業
奨

励
政
策

に
と

っ
て
阻
害
原
因
も
明
ら

か
に
な

っ
て
き
た
。

そ

の
阻
害
原

因

こ
そ
、
劣
悪
な
労
働
条
件

と
酷
使

に
よ
る
母
性

の
侵
害

で
あ

っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
劣
悪
な
労
働
条
件

は
、
産
業
発
展

に
不

可
欠
な
熟
練

工

の
育
成

を
阻
む
結
果
を
招
来
さ

せ
て
お
り
、

ま
た
酷
使

に
よ
る
母
性

の
侵
害

は
、
次
代
社
会

の
発
展

に
不
安

を
も

た
ら
し

て
い
る
か
ら

で
あ

る
。
明
治
政
府

の
深
層
部

に
お

い
て
は
、

こ
の
よ
う

な
阻
害

原
因
を
克
服

し
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
使
命

が
あ

っ
た
。

こ

こ
に
、

工
場
法

は
、
労
働
者

の
保
護

を
目
的
と

し
て
成
立

し

て
き
た
と
考
え

る
。
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(三
)

工
場
法

の
特
徴

一
九

=

(明
治

四
十

四
)
年

に
制
定

さ
れ
た
工
場
法

は
、

い
か
な

る
特

徴
を
有
す

る
か
。
第

一
に
、

工
場
法

は
、
労
働
者

保
護
立
法

で
あ

る

こ
と

で
あ

る
。
労
働
者
保

護
立
法

そ

の
も

の
は
、

工
場

法
制
定
以
前

に
も

み
ら
れ

る
。

た
と
え
ぼ
、

一
八
九
〇

(明
治

二
十
三
)

年

の

「鉱
業
条

例
」

は
、
男
女
鉱
夫

に

つ
い
て
、
農
商
務
大

臣

の
省
令

に
よ
り
、

「
一
日
十

二
時
間

以
上

の
就
業
時
間

ヲ
制
限

ス
ル

コ
ト
」

と
定

め
て

い
る

(第
七
十

一
条
)
。
ま
た
、

一
九
〇
五

(明
治

三
十
八
)
年

の

「鉱
業
法
」

に
お

い
て
も
、

「農
商
務
大
臣

ハ
命

令

ヲ
以

テ

　お
　

鉱
夫

ノ
年
齢
及
就
業
時
間
並
婦
女
、
幼
者

ノ
労
務

ノ
種
類

ヲ
制
限

ス
ル

コ
ト
ヲ
得
」
と
定
め

て

い
る

(第
七
十
九
条
)
。

し
か
し
、

こ
れ
ら

の
法
律

は

い
ず
れ
も
安
全
衛
生
を
目
的

と
し
た
取
締

法
規
と
し

て
の
性
格

が
強

か

っ
た
。

こ
れ
に
対

し

て
、

工
場
法
は
、

「富
国
強
兵
」

を

国
是

と
し
た

「殖
産

興
業
」

の
た

め

の
産
業
保
護
政
策
を
背
景

と
し

て
、

国
家

の
自

衛

の
た

め
に
原
生
的
労
働
関
係

に
あ

る
労
働
者

を
保

護

す

る
こ
と
を
主

た

る
目
的
と
し

て

い
た
。

そ

の
意
味

で
、

工
場
法

は
、
後

の
労
働

立
法

(労
働
基
準
法
)

に
繋

が
る
労
働
者
保

護
立
法

で
あ

っ
た
。

第

二
に
、

工
場
法

は
、
年
少
者

お
よ
び
女
性

の
労
働

保
護

立
法

で
あ

る
こ
と

で
あ
る
。
年
少
者

お
よ
び
女
性

の
保
護

立
法

に

つ
い
て
も
、

工
場
法
制
定
以
前

に
み
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
、
先
き

の
鉱
業
条
例

で
は
、
農
商
務
大
臣

の
省
令

に
よ
り
、

「女

工

の
工
役

ノ
種
類

ヲ
制
限

ス

ル

コ
ト
」
、

「十
四
年
以
下

の
男
女
職

工
ノ
就
業
時
間
及

工
役

ノ
種
類

ヲ
制
限

ス
ル

コ
ト
」
と
定

め
て

い
る

(第
七

十

一
条
)
。
ま
た
、
鉱
業

法

に
お

い
て
も
、

「婦
女
、
幼
者

ノ
労
役

ノ
種
類

ヲ
制

限

ス
ル

コ
ト

ヲ
得

」
と
定
め
ら
れ

て

い
る

(第

七
十
九
条
)
。

し
か
し
、

こ
れ
ら

の

法
律

は
、
す

で
に
述

べ
た
よ
う

に
、
安
全
衛
生
を
目
的
と

し
た
取
締
法
規

で
あ

っ
た
。

こ
れ
に
対

し
て
、
工
場
法

は
、
女
性

に

つ
い
て
は
、

「婦
人
は
次
代

の
国
民

の
母
た

る
べ
き
も

の
で
あ

っ
て
、
其

の
保
護

の
良
否

は
将
来

の
国
家
社
会

の
健
康
及
び
幸
福
を
約
束

す
る
上
に
極

め

お

　

て
重
要

で
あ
る
。
」
と

い
う
視
点

か
ら
女
性

の
社
会
的

母
性

を
保
護

し

て
い
る

の
で
あ

る
。

第

三
に
、

工
場
法

は
、
年
齢
制

限
、
就
業

時
間
、

深
夜
業
、
安
全

衛
生
、
産
婦

の
就
業

の
制

限
禁

止
、

労
働
災
害
補
償

な
ど
、
労
働
立

法

の
う
ち
主
要
な
労
働
条
件

に

つ
い
て
規

定
し

て
い
る
こ
と

で
あ

る
。
確
か

に
典
型
的
な
労
働
者
保
護

立
法

で
あ

る
労
働

基
準
法

の
よ
う

一31-一 一
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に
、
産
前
産
後

の
休

暇
や
育
児
時
間
な
ど

の
保
護
規
定

は
欠

い
て
い
る
が
、

そ
れ

で
も
な

お
、
当
時
と

し

て
は
、
主
要

な
労
働
条
件

に

つ

い
て
定
め
た
労
働
者
保
護
立
法

で
あ

る
こ
と

に
は
か
わ
り
が
な

い
。
ち
な
み
に
、

工
場
法
制
定
以
前
は
、

そ

の
よ
う
な
立
法
は
存

し
な
か

っ

た
。第

四

に
、

工
場
法

は
、
労
働
災
害
補
償

の
責
任
を

工
業
主

に
負
わ
し

て
い
る

こ
と
で
あ

る
。
工
場
法

は
、

「職
工
自
己

ノ
重
大

ナ
ル
過
失

二
依

ラ
ス
シ
テ
業
務
上
負
傷

シ
、
疾
病

二
罹

リ
又

ハ
死

亡

シ
タ

ル
ト
キ

ハ
工
業
主

ハ
勅
令

の
定

ム

ル
所

二
依

リ
本

人
又

ハ
其

ノ
遺

族

ヲ
扶

助

ス

ヘ
シ
」

と
定

め
て

い
る

(第
十

五
条

)
。
欧
米
諸

国

で
は
、
労
働
災
害
補
償

の
責
任

は
、
労
働
保
険

に
頼

っ
て
い
る
。

日
本

で
は
、

こ

れ
を
工
業

主

の
負
担
、

い
わ

ゆ
る
使
用
者
責
任

に
し

て
い
る
。

第
五

は
、
工
場
法

は
、

そ

の
実
施

に
あ
た

っ
て
、

た
と
え
ば

深
夜
業

の
禁
止
な

ど
に

つ
い
て
、
長
期

の
適

用
猶

予
期

間
を
設
け
た
り
、

あ

る
い
は
主
務
大
臣

の
裁
量

に
よ
ら
し
め

て
い
た
り

し

て
い
る
。

こ
の
特
徴

は
、

工
場
法

を
し

て

「ザ

ル
法
」

で
あ

る
と

い
わ
し

め
て

い

る
の
で
あ

る
。

第
六

は
、

工
場
法

は
、

そ

の
法
案

の
作
成

の
段
階

か
ら
官
主
導

で
行
わ
れ
た

こ
と

で
あ
る
。

し
た
が

っ
て
、
制
定

さ
れ
た
工
場
法

は
、

労
働
者

や
労
働
団
体

の
声

が
反
映

さ
れ

て
い
な

い
。

第
七

は
、
工
場
法

は
、
実
施

に
当
た

っ
て
、
監
督
制
度
を
設
け

て

い
る
。
た
と
え
ば
、
工
場
法
第
十
四
条

は
、

「当
該
官
吏

ハ
工
場
又

ハ

其

ノ
附
属
建
設
物

に
臨
検

ス
ル

コ
ト

ヲ
得

」
と
規
定

し

て
い
る
。
イ
ギ

リ

ス
を
は
じ
め

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
諸

国

で
は
、

工
場
法
を
制
定
し
た
も

の
の
、

そ

の
実
施

に
当

た

っ
て
、
監

督
制
度

は
設
け

て

い
な

か

っ
た
。
イ
ギ

リ

ス
で
は
、

一
八
〇

二
年

に
工
場
法
を
制

定
し
た

の
で
あ

る

が
、

工
場

の
監
督
制
度

は
設

け
て

い
な
か

っ
た
。

そ

の
た
め
、
工
場
法

の
実
効
性

が
な
か

っ
た
。
イ
ギ

リ

ス
が
監
督
制
度

を
設
け
た

の
は
、

制
定
後
十
年
を
経
過

し
た

一
八
三
三
年

で
あ

っ
た
。
日
本

で
は
、
制
定
当
初

か
ら
設

け
た

の
で
あ

る
。

第
八

と
し

て
、
明
治

四
十

四
年

の
工
場
法
は
、
施

行
期
日
を
定

め
て

い
な

か

っ
た

こ
と
を
挙
げ

て
お
く
。
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(四
)

工
場
法

の
内
容

工
場
法

は
、

た

っ
た

二
十

五
条

の
条
項
か
ら
構
成

さ
れ

て

い
る
。
主

な
内
容

は
、

以
下

の
と
お
り

で
あ

る
。

①

適
用
対
象

の
工
場
規
模

は
、
常

時

一
五
人
以
上

(第

一
条
)
。

②

十

二
歳
未
満

の
者

の
就
業
禁

止

(第

二
条

)
。

③

十
五
歳
未
満

の
者

お
よ
び

女
子

の
就
業

時
間

は
、

一
日
十

二
時
間
以
下

(第

三
条
)
。

④

十
五
歳
未
満

の
者

お
よ
び
女
子

の
深
夜
業

(午
後
十
時

か
ら
午
前
四
時
)
禁

止

(第

四
条
)
。
た
だ
し
主
務
大
臣

の
指
定
す

る
業
種

は
、
施
行
後
十
五
年
間

こ
れ
を
適
用
し
な

い

(第

五
条
)
。
同
じ
く

二
組

以
上

の
交
替

の
場
合
も
十
五
年
間

は
適
用
し
な

い

(第
六
条
)
。

⑤

病
気
ま

た
は
産
婦

の
就
業
制

限
ま
た
は
禁
止

(主
務
大
臣

の
権
限

に
よ
る
)

(第

十

二
条
)
。

⑥

行
政
管
理

の
工
場
臨
検

の
権

限

(第
十

四
条

)
。

⑦

職

工

の
業
務
上

の
災
害
補
償

は
、
工
業

主
が
責
任
を
負

う

(第
十
五
条
)
。

上
記

の
う
ち
、

工
場
法

の
適
用
範

囲
、
就
業
時

間
、
深
夜
業

に

つ
い
て
は
、
法
案
作
成

の
段
階

よ
り
繊
維
業
者

、
と
く

に
紡
績
産
業

の

経
営
者
か
ら
猛
烈
な
反
対

が
あ

っ
た
。

工
場
法

は
、
そ

の
よ
う
な
き
び

し

い
反
対
を
乗
り

こ
え

て
、

や

っ
と
制
定

に
こ
ぎ

つ
け
た

い
わ
く

つ
き

の
法
律

で
あ

っ
た
。

こ
れ
ら

の
条
項

は
、
制
定
後
数

回

の
改
正
を
経

て
、
現
在

の
労
働
基

準
法

の
母
法
と
な

っ
た
。

一33一
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三
、

工
場
法
と
女
性
労
働
保
護
立
法

(明
治
四
十
四
)
年
三
月
二
十
九
日
に
公
布
さ
れ
た
工
場
法
の
う
ち
、
女
子
保
護
規
定

は
、
次

の
と
お
り

で
あ

る
。
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工
場
法

(明
治
四
四

・
三

・
二
九
法
律
四
六
号
)

第

一
条

本
法
は
左
ノ
各
号
ノ

一
二
該
当

ス
ル
工
場

二
之
ヲ
適
用

ス

一

常
時
十
五
人
以
上
ノ
職
工
ヲ
使
用

ス
ル
モ
ノ

ニ

事
業
ノ
性
質
危
険

ナ
ル
モ
ノ
又

ハ
衛
生
上
有
害
ノ
虞

ア
ル
モ
ノ

②
本
法
ノ
適
用
ヲ
必
要
ト
セ
サ
ル
工
場

ハ
勅
令
ヲ
以
テ
之

ヲ
除
外

ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第

二
条

工
業
主

ハ
十
二
歳
未
満
ノ
者
ヲ
シ
テ
工
場

二
於
テ
就
業

セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
但
シ
本
法
施
行
ノ
際
十
歳
以
上
ノ
者
ヲ
引
続
キ
就
業

セ
シ
ム

ル
場
合

ハ
此
ノ
限

二
在
ラ
ス

②
行
政
官
庁

ハ
軽
易
ナ
ル
業
務

二
付
就
業

二
関

ス
ル
条
件

ヲ
附
シ
テ
十
歳
以
上
ノ
者
ノ
就
業
ヲ
許
可

ス
ル

コ
ト
ヲ
得

第
三
条

工
業
主

ハ
十
五
歳
未
満
ノ
者
及
女
子
ヲ
シ
テ

一
日

二
付
十
二
時
間
ヲ
超

エ
テ
就
業
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

ス

②
主
務
大
臣

ハ
業
務
ノ
種
類

二
依
リ
本
法
施
行
後
十
五
年
間
ヲ
限
り
前
項
ノ
就
業
時
間
ヲ
ニ
時
間
以
内
延
長

ス
ル

コ
ト
ヲ
得

③
就
業
時
間

ハ
工
場
ヲ
異

ニ
ス
ル
場
合
ト
錐
前
二
項
ノ
規
定

ノ
適
用

二
付
テ
ハ
之
ヲ
通
算

ス

第
四
条

工
業
主

ハ
十
五
歳
未
満
ノ
者
及
女
子
ヲ
シ
テ
午
後
十
時

ヨ
リ
午
前
四
時

二
至
ル
問

二
於
テ
就
業
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

ス

第
五
条

左
ノ
各
号
ノ

一
二
該
当

ス
ル
場
合

二
於
テ

ハ
前
条

ノ
規
定
ヲ
適
用
セ
ス
但
シ
本
法
施
行
十
五
年
後

ハ
十
四
歳
未
満
ノ
者
及
二
十
歳
未
満

ノ
女

子
ヲ
シ
テ
午
後
十
時
ヨ
リ
午
前
四
時

二
至

ル
間

二
於
テ
就
業

セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

一

一
時

二
作
業
ヲ
為

ス
コ
ト
ヲ
必
要
ト
ス
ル
特
種
ノ
事
由

ア
ル
業
務

二
就
カ
シ
ム
ル
ト
キ

ニ

夜
間
ノ
作
業
ヲ
必
要
ト

ス
ル
特
種
ノ
事
由

ア
ル
業
務

二
就
カ
シ
ム
ル
ト
キ

三

昼
夜
連
続
作
業
ヲ
必
要
ト

ス
ル
特
種
ノ
事
由
ア
ル
業
務

二
職
工
ヲ
ニ
組
以
上

二
分
チ
交
替

二
就
業
セ
シ
ム
ル
ト
キ

②
前
項

二
掲
ケ
タ
ル
業
務
ノ
種
類

ハ
主
務
大
臣
之
ヲ
指
定

ス

第
六
条

職
工
ヲ
ニ
組
以
上

二
分
チ
交
替

二
就
業

セ
シ
ム
ル
場
合

二
於
テ
ハ
本
法
施
行
後
十
五
年
間
第
四
条
ノ
規
定

ヲ
適
用
セ
ス

第
七
条

工
業
主

ハ
十
五
歳
未
満
ノ
者
及
女
子

二
対
シ
毎
月
少
ク
ト
モ
ニ
回
ノ
休
日
ヲ
設
ケ
、
職
工
ヲ
ニ
組

二
分
チ
交
替

二
午
後
十
時
ヨ
リ
午
前
四
時

二
至
ル
問

二
於
テ
就
業
セ
シ
ム
ル
場
合
及
第
五
条
第

一
項
第

二
号

二
該
当
ス
ル
場
合

二
於
テ

ハ
少
ク
ト
モ
四
回
ノ
休
日
ヲ
設
ケ
又

一
日
ノ
就
業
時
間

力
六
時
間
ヲ
超

ユ
ル
ト
キ

ハ
少
ク
ト
モ
三
十
分
、
十
時
聞

ヲ
超

ユ
ル
ト
キ

ハ
少
ク
ト
モ

一
時
間
ノ
休
憩
時
間
ヲ
就
業
時
間
中

二
於
テ
設
ク

ヘ
シ

②
職
工
ヲ
ニ
組
以
上

二
分
チ
交
替

二
午
後
十
時

ヨ
リ
午
前
四
時

二
至
ル
間

二
於
テ
就
業
セ
シ
ム
ル
ト
キ

ハ
十
日
ヲ
超

エ
サ
ル
期
間
毎

二
其
ノ
就
業
時

ヲ

転
換
ス
ヘ
シ

第
八
条

天
災
事
変
ノ
為
又

ハ
事
変
ノ
虞

ア
ル
為
必
要
ア
ル
場
合

二
於
テ
ハ
主
務
大
臣

ハ
事
業
ノ
種
類
及
地
域
ヲ
限
リ
第
三
条
乃
至
第
五
条
及
前
条

ノ

規
定
ノ
適
用
ヲ
停
止
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

②
避
ク

ヘ
カ
ラ
サ
ル
事
由

二
因
リ
臨
時
必
要

ア
ル
場
合

二
於
テ
ハ
エ
業
主

ハ
行
政
官
庁
ノ
許
可
ヲ
得
テ
期
間
ヲ
限
リ
第
三
条
ノ
規
定

二
拘
ラ
ス
就
業
時

間
ヲ
延
長
シ
、
第
四
条
及
第
五
条
ノ
規
定

二
拘
ラ
ス
職
工
ヲ
就
業

セ
シ
メ
又

ハ
前
条
ノ
休
日
ヲ
廃

ス
ル

コ
ト
ヲ
得

③
臨
時
必
要
ア
ル
場
合

二
於
テ

ハ
エ
業
主

ハ
其
ノ
都
度
予
メ
行
政
官
庁

二
届
出
テ

一
月

二
付
七
日
ヲ
超

エ
サ
ル
期
間
就
業
時
間
ヲ
ニ
時
間
以
内
延
長

ス
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ル
コ
ト
ヲ
得

④
季
節

二
依
リ
繁
忙
ナ
ル
事
業

二
付
テ

ハ
工
業
主

ハ
一
定
ノ
時
間

二
付
予
メ
行
政
官
庁
ノ
認
可
ヲ
受
ケ
其
ノ
期
間
中

一
年

二
付
百
二
十
日
ノ
割
合
ヲ
超

エ
サ
ル
限
リ
就
業
時
間
ヲ

一
時
間
以
内
延
長

ス
ル
コ
ト
ヲ
得
此
ノ
場
合

二
於
テ
ハ
其
ノ
認
可
ヲ
受
ケ
タ
ル
期
間
内

ハ
前
項
ノ
規
定
ヲ
適
用

セ
ス

第
九
条

工
業
主

ハ
十
五
歳
未
満
ノ
者
及
女
子
ヲ
シ
テ
運
転
中
ノ
機
械
若

ハ
動
力
伝
導
装
置
ノ
危
険
ナ
ル
部
分
ノ
掃
除
、
注
油
、
検
査
若

ハ
修
繕

ヲ
為

サ
シ
メ
又

ハ
運
転
中
ノ
機
械
若

ハ
動
力
伝
導
装
置

二
調
帯
、
調
索
ノ
取
附
ケ
若

ハ
取
外
シ
ヲ
為
サ
シ
メ
其
ノ
他
危
険
ナ
ル
業
務

二
就
カ
シ
ム
ル
コ
ト

ヲ
得

ス

第
十
条

工
業
主

ハ
十
五
歳
未
満
ノ
者
ヲ
シ
テ
毒
薬
、
劇
薬
其
ノ
他
有
害
料
品
又

ハ
爆
発
性
発
火
性
若

ハ
引
火
性
ノ
料
品
ヲ
取
扱

フ
業
務
及
著

シ
ク
塵

埃
、
粉
末
ヲ
飛
散

シ
又
ハ
有
害
瓦
斯
ヲ
発
散

ス
ル
場
所

二
於
ケ
ル
業
務
其
ノ
他
危
険
又

ハ
衛
生
上
有
害
ナ
ル
場
所

二
於
ケ
ル
業
務

二
就
カ
シ
ム
ル
コ

ト
ヲ
得
ス

第
十

一
条

前

二
条

二
掲
ケ
タ
ル
業
務
ノ
範
囲

ハ
主
務
大
臣
之

ヲ
定
ム

②
前
条
ノ
規
定

ハ
主
務
大
臣
ノ
定
ム
ル
所

二
依
リ
十
五
歳
以
上
ノ
女
子

二
付
之
ヲ
適
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
十
二
条

主
務
大
臣

ハ
病
者
又

ハ
産
婦
ノ
就
業

二
付
制
限
又

ハ
禁
止
ノ
規
定

ヲ
設
ク
ル
コ
ト
ヲ
得

以
上

の
工
場
法

は
、
成

立
し
た
も

の
の
直
ち

に
施

行
さ
れ
た

の
で
は
な

か

っ
た
。
施
行
期

日
に

つ
い
て
は
、
附
則

で
、

「本

法
施
行

ノ
期

日

ハ
勅
令

ヲ
以

テ
之

ヲ
定

ム
」
と
規
定
し
た

の
み

で
、
施
行
期

日
を
明
記

し

て
い
な
か

っ
た
。

工
場
法

の
成
立
五
年
後

の

一
九

一
六

(大
正
五
)
年

八
月
三
日

に
な

っ
て
、

よ
う
や
く
工
場
法
施
行
令

(勅
令
第

一
九

三
号
)
、
工
場
法

施
行
規

則

(農
商
務

省
十
九
号
)
が
公
布

さ
れ
た
。

こ
れ

に
よ
り

工
場
法

は
、

一
九

一
六

(大
正
五
)
年
九
月

一
日
に
施
行

さ
れ
た
。

一
九

一
六

(大
正

五
)
年

九
月

一
日

に
施
行

さ
れ
た
工
場
法

は
、

一
九

二
一二

(大
正
十

二
)
年

、

一
九

二
九

(昭
和

四
)
年
、

一
九

三

五

(昭
和
十
)
年

、

一
九
四

四

(昭
和
十
九
)
年
と
改
正

さ
れ
た
。

こ
こ
で
は
、
女
性

労
働
者

立
法

に
限
定
し

て
、

一
九

二
三
年

の
改
正

に

つ
い
て
指
摘

し

て
お
く
。

①
第

一
条

の
適

用
対
象
工
場
が
、

「常
時
十

五
人
以
上
」
が
、

「十
人

以
上
」
と
な

っ
た
。

②
第

二
条

は
、
削

除
。

③
第

三
条

の

「十

五
歳
」
が

「十
六
歳
」
、

「十

二
時
間
」

が

「十

一
時
間

」
に
な

っ
た
。

一一35-一
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④

第

四
条

の

「十

五
歳
」

が

「十
六
歳
」
、

「午
前

四
時
」

が

「午
前
五
時
」

に
な
り
、

「但

シ
行
政
官
庁

ノ
許
可

ヲ
受

ケ
タ

ル
ト
キ

ハ
午

後
十

一
時
迄
就
業

セ

シ
ム

ル

コ
ト

ヲ
得
」
が
追

加
さ
れ
た
。

⑤
第

五
条

は
、
削
除

。

⑥
第
六
条

は
、
削

除
。

⑦
第

七
条

は
、
全
文

以
下

の
よ
う

に
改
正

さ
れ
た
。

第
七
条

工
業
主

ハ
十
六
歳
未
満
ノ
者
及
女
子

二
対

シ
毎
月
少
ク
ト
モ
ニ
回
ノ
休
日
ヲ
設
ケ
、

一
日
ノ
就
業
時
間
力
六
時
間
ヲ
超

ユ
ル
ト
キ

ハ
少
ク
ト

モ
三
十
分
、
十
時
間
ヲ
超

ユ
ル
ト
キ

ハ
少
ク
ト
モ

一
時
間

ノ
休
憩
時
間
ヲ
就
業
時
間
中

二
於
テ
設
ク

ヘ
シ

②
前
項
ノ
休
憩
時
間

ハ
一
斉

二
之
ヲ
与

フ
ヘ
シ
但

シ
行
政
官
庁
ノ
許
可
ヲ
受
ケ
タ
ル
ト
キ

ハ
此
ノ
限

二
在
ラ
ス

③
夏
季

二
於
テ

一
時
間
ヲ
超

ユ
ル
休
憩
時
間
ヲ
設
ク
ル
場
合

二
於
テ

ハ
工
業
主

ハ
行
政
官
庁
ノ
許
可
ヲ
受
ケ
其
ノ
超

ユ
ル
時
間
以
内
就
業
時
間
ヲ
延
長

ス
ル
コ
ト
ヲ
得
但
シ
其
ノ
延
長
時
間

ハ
一
時
間

ヲ
超

ユ
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

⑧
第

八
条

は
、

「及
第
五
条

ノ
規
定

二
拘

ラ

ス
職

工
」
を

「ノ
規
定

二
拘

ラ
ス
十
六
歳

以
上

ノ
女
子
」

に
改
め
、

さ
ら

に
以
下

の
但
書

が

追
加

さ
れ
た
。
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「但
シ
急
速

二
腐
敗
シ
又

ハ
変
質

ス
ル
虞

ア
ル
原
料
又

ハ
材
料
ノ
損
失
ヲ
防
ク
為
必
要
ナ
ル
場
合

二
於
テ

ハ
継
続
四
日
以
上

二
瓦
ラ
ス
且

一
月

二
付
七
日

ヲ
超

エ
サ
ル
限
リ
行
政
官
庁
ノ
許
可
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
要
セ
ス
」

⑨
第

九
条

の

「十
五
歳
」

は

「十
六
歳
」

に
な

っ
た
。

⑩
第

十
条

の

「十
五
歳
」

は

「十
六
歳
」

に
な

っ
た
。

⑪

第

十

一
条

の

「十

五

歳

」

は

「十

六

歳

」

に
な

っ
た

。

⑫
第

十

二
条

の

「産
婦
」

は
、

「産
前
産

後
、
若

ハ
生
児

ノ
哺
育
中

ノ
女

子
」

に
な

っ
た
。
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四
、
女
性
工
場
監
督
官
補
の
登
場

一
九

=

(明
治

四
十

四
)
年

に
成
立

し
た

工
場

法
は
、

そ

の
施
行

に
当
た

っ
て

「監
督
制
度
」

を
定

め

て
い
た
。
す
な
わ
ち
、

同
法

第
十

四
条

は
、

「当
該
官
吏

ハ
工
場
又

ハ
其

ノ
附
属
建
設
物

二
臨
検

ス
ル

コ
ト

ヲ
得
」

と
定

め
て

い
る
。

こ
れ
に
よ
り
、

工
場
監
督
官
が
任

用
さ
れ
、
全

国
的

に
配
置

さ
れ
、

そ

の
任
務

を
果

す

こ
と

に
な

っ
た
。
工
場
監

督
官

に
登
用

さ
れ

た

の
は
、
男
性

で
あ

っ
た
。

し
か
し
、
女
性
労
働
者

の
多

い
繊
維
産
業

で
は
、
女
性

の
就

労
状
況
を
臨

検
す

る
場
合
、
男
性

工
場
監
督
官

で
は
、
行

き
届
か
な

い
面

が
あ
り
、

「そ
れ
に

つ
い
て
は
、
男
性
監
督
官

か
ら
も
指
摘

が
あ

っ
た
し
、

女
性
監
督
官

の
存
在
を
要
望
す

る
声
が
あ

が

っ
て

い
た
」
と

い

ハを

わ
れ

て
い
る
。
そ

の
結
果
、

谷
野

セ
ッ
氏

(労
働
省
婦

人
少
年
局
長
)

が
、
社
会
局

で
、
工
場
監
督
官
補

と
し
て
任
命
さ
れ
た
。

こ
れ
は
、

日
本

で
は
じ
め

て
の
女
性
工
場
監
督
官
補

の
登

用

で
あ

っ
た
。

谷
野

セ

ツ
女
性

工
場
監
督
官
補

の
登
用

は
、
女
性
労
働
者

が
圧
倒
的

に
多

い
繊

維
産
業

に
お

い
て
、
同
性

の
立
場

か
ら
説
得

力

の
あ
る

　　
　

行
政
指
導
が
行
わ
れ
、
工
場
法
女
性
労
働
者
保
護
立
法
の
施
行
に
多
大
な
役
割
を
果
し
た
。

終

章
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本
稿

は
、

「明
治

・
大
正
期

の
女
性
労
働
政
策
」

に

つ
い
て
研
究

し
た
も

の
で
あ

る
。

こ
こ
で
、
終
章

に
あ
た
り
、
全
体
的

に
総
括

し

て

お
き
た

い
。

第

一
は
、

女
性
労
働
者

を
発

生
さ
せ
た
近
代
資
本
主
義
社
会

の
確
立

の
過
程

に

つ
い
て
で
あ

る
。

日
本

の
近
代
資
本
主
義
社
会

は
、

一
八
六
八
年

の
徳
川
幕
府

の
倒
壊
を
経

て
、
明
治
維
新

と
明
治
政
府

の
成

立

に
始
ま

る
。
明
治
政
府
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は
、
当
時

の
国
際
的
な
外
圧
や
国
内

的
反
勢
力

の
侵
略

に
備
え

て
、

「富
国
強
兵
」
を
国
是
と
し
、

そ

の
具
体
的
な
推
進

と
し

て

「殖
産
興

業
」
政
策

を
高
く
掲
げ

た
。
政
府

の
殖
産
興
業
政
策

は
、
銀
行
、
通
商
、

為
替
会
社

の
設
立
、
鉄
道

、
海

運
、
通
信

の
事
業

の
開
発
か
ら
、

鉱
山
、
軍
需

工
場
、
鉄
鋼
、
造

船
、
機
械
、
繊
維

、
窯
業
な

ど
広
範
囲

の
工
業
部
門

に
わ
た

っ
て
行
わ
れ
た
。
な
か

で
も
、
繊
維
産
業

は
、

明
治
か
ら
大
正
期

に
か
け

て
、

日
本

の
近
代
産
業
主
義

の
確
立
と
発
展

に
と

っ
て
、
基

幹
産
業

と
な

っ
て

い
っ
た
。

繊
維
産
業

は
、

一
八
七

二
年

フ
ラ

ン
ス
式
製
糸
機
械

を
導

入
し
た
、
官
営
富
岡
製
糸

場

の
創

設

に
始
ま
り
、

そ

の
後
急
速

に
、
民
営

の

繊
維

工
場

が
設
立

さ
れ
、
飛

躍
的

に
発
展

し
て

い

っ
た
。

こ
の
繊
維
産
業

こ
そ
、

日
本

の
近
代
資

本
主
義
社
会

の
確
立
と
発
展

の
基
幹

で

あ

っ
た
。

第

二
は
、
繊
維
産
業

に
お
け

る
女
性
労
働
者

の
発
生

と
女
性
労
働
問
題

の
顕
在
化

に

つ
い
て
で
あ

る
。

日
本

の
近
代
資
本
主
義

社
会

に
お

い
て
は
、
繊
維
産
業

が
勃

興
し
、

そ

の
過
程

で
多

数

の
女
性
労
働
者

を
生

み
出

し
た
。

そ

の
背
景

に

は
、
女
性
労
働

力
が
器
用
さ
を
必
要
と
す

る
繊
維
産
業

に
適
合

し
、

そ

の
結

果
、
企
業

の
女
性
労
働
力

の
需
要

が
増
加

し
た

こ
と
、

こ
れ

に
加
え

て
、
農
漁

村

の
生
活

の
貧
困

が
あ

っ
た
。

し
か
し
、
繊
維

産
業

に
お
け

る
女
性
労
働
者

の
状
態

は
、
低
賃

金
、

長
時
間
労
働
、
強
制
労
働
、
結
核

な
ど

の
疾
病
等
、
劣
悪

な
労
働

条
件
と
職

場
環
境

に
置
か
れ

て

い
た
。

そ

の
背
景

に
は
、
か

つ
て
の
封
建
遺

制
を
中
核

と
す

る

「原
生
的
労
働
関
係
」

に
あ

っ
た
と

い
え

る
。こ

の
よ
う
な
女
性
労
働
者

の
置

か
れ
た
職
場
環
境

か
ら
、

女
性
労
働
者

の
不
平
、
不
満

が
高

ま
り
、

や
が

て
女
性
労
働

問
題

と
し

て
顕

在
化
し
、
さ
ら

に
そ
れ
を
背
景

に
、
繊
維
女
性
労
働

者

に
よ

る
労
働
争
議
も
発
生

し
た
。

こ
の
状
態

は
、

明
治
か
ら
大
正
期
、

さ
ら

に
昭

和
初
期
ま

で
続

い
て

い
た
。

第

三
は
、
女
性
労
働
政
策

の
成
立

に

つ
い
て
で
あ

る
。

明
治

・
大
正
期

の
女
性
労
働
政
策
、

と
り
わ
け
明
治
期

の
女
性
労
働
政
策

の
成
立

に

つ
い
て
は
、

そ

の
背

景

の
分
析

が
重

要

で
あ

る
。

一一38-一



明治 ・大正期の女性労働政策(五)・ 完140

こ
の
背
景

に

つ
い
て
は
、
外
部
的
な
要
因

と
内

部
的
な
分

け

て
総
括

し

て
お
き
た

い
。

ま
ず

、
女
性

労
働

政
策
を
成
立

せ
し

め
た
外
部
的
要
因

と
し

て
、

国
際

的
な

ソ
シ
ア
ル

・
ダ

ン
ピ

ン
グ
批
判

と
深
夜
業
批
判

が
あ
る
。

日
本

の
繊
維
産
業

は
、
積
極
的

に
海
外
市
場

に
進
出
し

て

い

っ
た

の
で
あ
る
が
、

そ

こ
で
国
際
的
公
正
競
争
を
基
調
と
す

る
経
済
市

場

で

諸
外

国
と
さ
ま
ざ

ま
な
摩
擦
が
生
じ
た
。

そ

の
な
か

で
も
、

ソ
シ
ァ
ル

・
ダ

ン
ピ

ン
グ

と
深
夜
業
批

判
は
、
顕
著
な
も

の
で
あ

っ
た
。

こ

れ
に
対
し

て
日
本

の
繊
維
産
業

の
経
営
者
達

は
、

こ
れ

に
反
発

し

つ
つ
も
、
反
面

こ
れ

に
慎
重

に
耳
を
傾
け

て
き
た

い
き

さ

つ
も
あ
る
。

明
治
政
府
も
、

こ
の
よ
う

な
国
際
的
批
判

に
敏
感

に
察
知

し
、
対
応
を
余
ぎ
な
く
さ
れ

て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
国
際
的

な
状
況

の
な
か

で
、

明
治
期

の
女
性

労
働

政
策

が
成

立
し

て
き
た
と

い
え
よ
う
。

次

に
、
国
内
的
要

因
と
し

て
は
、
女
工

の
募
集

・
争
奪

に
係
わ

る
女
性
労
働
力

の
確

保
、
固
定
化

、
資
本
追
求

の
た

め

の
低
賃
金
、
長

時
間
労
働
、
深
夜
業
、
寄
宿
舎
制
度

、
労
働

の
強

化
、
さ
ら

に
労
働
運
動
対
策

な
ど
さ
ま
ざ

ま
な
要

因
が
あ

っ
た
。

第

四
に
、
女
性
労
働
政
策

立
法

の
成

立

に

つ
い
て
で
あ

る
。

女
性
労
働
政
策
立
法

は
、
女
性

労
働

政
策
を
統

一
的
画

一
的
な
法
形
式

を
も

っ
て
立
法
化

す
る
も

の
で
、
労
使

双
方

に
重
要
な
役
割

を

果
す
。

日
本

に
お

い
て
は
、
女
性

労
働

政
策
立
法

は
、
官
主
導

の
下

で
比
較
的
早

く
か
ち
と
り
組

ん

で
き
た
。
そ
れ
は
、

一
八

八

一

(明

治
十

四
)
年

四
月

の
農
商
務
省

の
独

立
と
、

「職
工
条
例
」

の
制
定
準
備

の
開
始
か
ら
始
ま

っ
た
。

以
来
、
政
府
は
、
繊
維
産
業
団
体

の
猛

烈
な
反
対

に
遭
遇

し
な

が
ら
も
、

こ
れ

に
屈
す

る

こ
と
な
く
、

つ
い
に

一
九

=

(明
治

四
十

四
)
年

に

「工
場
法
」

を
制
定
し
た
。

こ

の
工
場
法

の
な

か
に
、
女
性
労
働
者
保
護
規
定

が
盛

ら
れ

て
い
る
。

こ

の
女
性
労
働
者
保
護
規
定

は
、
戦
後

の
労
働
基

準
法

の
な
か

に
引

き
継
が
れ

て

い

っ
た
。

職

工
条

例

に
始
ま

る
工
場
法

の
制
定

は
、
官
主
導

で
三
十
年

に
わ
た
り
進

め
ら
れ

て
き
た
。

そ
れ

は
、

日
本

へ
の
国
際

的
批

判
と

こ
れ

に
対
す

る
対
応

、

さ
ら

に
国
内

に
お
け
る
女
性
労
働
者

の
劣
悪

な
労
働

条
件
と
職
場
環
境

の
実
情
を
踏

ま
え
た
女
性
労
働
者

保
護
を
定

め

た
女
性
労
働

政
策
立
法

で
あ

っ
た
。

一39一
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こ
の
よ
う

な
性
格

を
有
す

る
工
場
法

の
女
性
労
働
者
保
護
規
定

に

つ
い
て
は
、
以
下

の
評
価

を
し

て
お
き
た

い
。

(
一
)
工
場
法
は
、
女
性
労
働
者

の
保
護

を
直
接

対
象

と
し
た
、

い
わ

ゆ
る
典

型
的

な
女
性
労
働
者
保
護
立
法

で
は
な

い
。

し
か
し
、
同

法

の
な
か
に
、
女
性

の
就
業
年
齢

の
制
限

(十

二
歳
未
満

の
使
用
禁
止

・
第

二
条
)
、
就
業
時
間

の
制
限

(
一
日
十

二
時
間
以
内

・
第
三
条
)
、

深
夜
業

(午
後
十

時

か
ら
午
前

四
時

・
第

四
条

)

の
禁
止

、
産
婦

の
就
業
制

限

(後

に
改

正
さ
れ
、
産
前
産
後

と
な

っ
た

・
第

十

二
条
)

な
ど
、
女
性
労
働
者
保
護
規
定

が
設

け
ら
れ

て
い
る
。

こ
の
点

は
、
評
価

に
値
す

る
と

こ
ろ

で
あ
る
。

工
場
法
は
、

そ

の
施
行

に
当
た

っ
て
、

「監
督
制
度
」
を
設
け

て
い
た

こ
と
も
評
価
し
得

る
。

こ
れ

に
よ
り
、
谷
野

セ
ッ
氏

(後

の
労
働

省
婦
人
少
年
局
長
)

が
、

日
本

で
は
じ
め

て
の
女
性

工
場
監
督
補

に
登
用

さ
れ

て
い
る
。

こ
の
女
性

工
場
監

督
官
補

の
登
用

は
、
女
性
労

働
者

の
圧
倒
的

に
多

い
繊
維
産
業

に
お

い
て
、
同
性

の
立
場

か
ら
説
明
力

の
あ

る
行

政
指
導

が
行

わ
れ
、
女

性
労
働
者

保
護
規
定

の
施
行

に
多

大
な
役
割
を
果

し
た
。

(
二
)
他
方
、

こ

の
工
場
法

に
お
け
る
女
性
労
働
者
保
護
規
定

に

つ
い
て
は
、
以
下

の
評
価
も
し

て
お
き
た

い
。
①

女
性
労
働
者
保
護
規

定

は
、
女
性
労
働
者

の
労
働
条
件

の
保

護

に
止
ま

っ
て
い
る
。

そ

こ
に
は
、
今

日

の
よ
う

に
雇

用

に
お
け
る
男
女

の
平
等

参
加

に

つ
い
て

の
基
本
的
な
考
え
方

が
な

い
。

そ

の
背

景

に
は
、

当
時

の
経
済
優
先
主
義

の
下

で
、

女
性

と
児
童
は
む
し
ろ
有
害
と

い
う
意
識

が
底
辺

に

あ

っ
た
と
思
わ
れ

る
。
②

工
場
法

は
、
女
性
と
児
童

を
特
別
保
護

の
対
象

と
し

て
い
る
。

こ
れ
は
、
女
性

と
児
童

を
同
列

に
取
り
扱
う
先

例
を
確
立

し
た
も

の
で
あ

る
。

最
後

に
、

工
場
法

に
お
け
る
女
性

労
働
者
保
護

規
定

は
、

三
十
年
も

か
け

て
や

っ
と
成
立

し
た
。
し

か
し
、
そ

の
後
、
日
本

は
第

一
次

世
界
大
戦

と
そ

の
後

の
日
中

戦
争

に
至

り
、
本
格
的

な
戦
時
体
制

に
突

入
し
、

こ
れ

に
よ
り

保
護
規
定

は
、
施
行
停
止
状
態
と
な

っ
た
。

や

が
て
、

日
本

は
、
第

二
次
世
界
大
戦

の
敗
戦
と
占
領
体
制

の
下

で
、

工
場
法

の
女
性

労
働

者
保
護
規

定
は
、
労
働

基
準
法

の
な

か

で
、

さ
ら

に
充
実

し

て
復
活

す

る
こ
と

に
な

っ
た
。

40
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労
働
省

「労
働
行
政
史
」
第

一
巻
、
財
団
法
人
労
働
法
令
協
会
、
昭
和
三
十
六
年

一
、
八
-
二
〇
頁
。

問
宏

「日
本
労
務
管
理
史
資
料
集
」
第

一
期
全
九
巻
五
山
堂
書
店
、

一
九
八
七
年
、

一
頁
。

た
か
せ
と
よ
じ

「官
営
富
岡
製
糸
所
工
女
史
料
」
た
い
ま

つ
社
、

一
九
七
九
年
二
八
ー
二
九
頁
。

間
宏

「前
掲
書
」

一
ー
二
頁
。
労
働
省

「前
掲
書
」
二

一
頁
。

労
働
省

「前
掲
書
」
二
六
-
二
七
頁
。

「職
工
条
例
ノ
要
領
」

「徒
弟
条
例
ノ
要
領
」
「工
場
律
ノ
要
領
」
の
内
容
は
以
下

の
と
お
り
で
あ
る
。

職
工
条
例
ノ
要
領

一
、
傭
役
契
約
ノ
際
墜
方
ノ
心
得
方

ヲ
定

ム
ル
事

一
、
讐
方

一
般
ノ
権
利
義
務
ヲ
定
ム
ル
事

¥¥-¥¥¥1

職
工
随
意
ノ
休
業
又

ハ
徒
党
ノ
休
業

ヲ
禁
制
ス
ル
事

約
定
期
限
中
解
約
予
告
期
限
ヲ
定
ム
ル
事

期
限
中
直
チ

ニ
解
約

ス
ル
場
合
ノ
制
ヲ
設
ク
ル
事

被
傭
者
ノ
履
歴
書
又

ハ
手
帳
ノ
制
ヲ
設
ク
ル
事

他
人
傭
役
中
ノ
職
工
又

ハ
他

二
前
借

ア
ル
職
工
ヲ
傭
役
ス
ル
者
ノ
義
務
ヲ
定
ム
ル
事

童
工
女
ノ
使
役

二
関

ス
ル
制
限
ヲ
設
ク
ル
事

救
済
貯
金
ノ
制
ヲ
設
ク
ル
事

徒
弟
条
例
ノ
要
領

一
、
弟
子
ヲ
引
受
ク
ル
者
ノ
制
限
ヲ
定
ム
ル
事

一
、
契
約
ノ
制
限
ヲ
定
ム
ル
事

一
、
修
業
試
験
期
間
ヲ
定
ム
ル
事

一
、
師
弟

一
般
ノ
権
利
義
務

ヲ
定
ム
ル
事

一
、
年
季
中
隻
方
直
チ

ニ
解
約
ス
ル
場
合
ノ
制
ヲ
設
ク
ル
事

一
、
卒
業
証
書
ノ
制

ヲ
設
ク
ル
事

一
、
弟
子
ノ
脱
走

二
関
ス
ル
制
規
ヲ
設
ク
ル
事

工
場
律
ノ
要
領

一
、
工
場
設
置
規
則
ヲ
設
ク
ル
事

一一41-一
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一
、
汽
罐
取
締
規
則
ヲ
設
ク
ル
事

一
、
工
場
取
締
規
則
ヲ
設
ク
ル
事

(労
働
省

「労
働
行
政
史
」
第

}
巻
二
三
ー
二
四
頁
)

労
働
省

「前
掲
書
」
二
四
頁
。

谷
野
セ
ツ

「婦
人
工
場
監
督
官

の
記
録

(上
)
t

谷
野
セ
ツ
論
文
集
」
ド
メ
ス
出
版
、

一
九
八
五
年
、

二
八
九
頁
以
下
。

労
働
省

「前
掲
書
」
二
八
頁
。

飯
島
幡
司

「日
本
紡
績
史
」
創
元
社
、
昭
二
四
年
、

二
二
〇
頁
。

労
働
省

「前
掲
書
」
三
ニ
ー
三
三
頁
。

間
宏

「前
掲
書
」
四
頁
。

隅
谷
三
喜
男
編
集

・
解
説

「生
活
古
曲
ハ叢
書
3
職
工
お
よ
び
鉱
夫
調
査
」
光
生
館
、

一
九
八

一
年
、
四
頁
。

隅
谷

「前
掲
書
」
五
三
ー
五
八
頁
。
本
書
に

「工
場
及
職
工
に
関
ス
ル
通
弊

一
斑
」

の
全
文
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
工
場
法
研
究

に
貴
重
な
資
料
を

提
供
し
て
い
る
。

第
三
回
農
商
工
高
等
会
議
に
諮
問
し
た

「工
場
法
制
定
理
由
書
」
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

工
場
法
制
定
ノ
理
由

「現
今
本
邦
工
業
ノ
勃
興
ト
共

二
工
場
各
地
二
起
リ
、
従
来
ノ
家
内
工
業

ハ
漸
ク
変
移

シ
テ
工
場
工
業
タ
ラ
ン
ト
ス
。
此
等
工
場
工
業

ハ
其
ノ
効
果

ノ
顕
著
ナ
ル
ト
同
時

二
其
ノ
設
備
完
全
ヲ
欠
ク
ト
キ

ハ
、
之

二
由
テ
往
々
人
命
ヲ
危
ウ
シ
、
比
隣
公
衆

二
重
大
ナ
傷
害

ヲ
与
フ
ル
コ
ト
ア
リ
。
之

二

対
シ
テ
政
府
ノ
監
督
ヲ
要

ス
ル
コ
ト
甚
タ
多

シ
。
従
来
各
地
方
庁

二
於
テ
既

二
此
ノ
事

二
関

ス
ル
取
締
ヲ
為

ス
モ
ノ
砂
ナ
カ
ラ
ス
ト
錐
、
其
ノ
方
法

統

一
ヲ
欠
キ
其
ノ
監
督
ノ
設
備
完
全
ナ
ル
能

ハ
サ
ル
モ
ノ
ア
リ
。
然
ル
ニ
此
事
タ
ル
工
業
者
並

一
般
公
衆

二
最

モ
重
大
ナ
ル
利
害

ヲ
及
ホ
シ
、
深
ク

其
ノ
権
利

二
関
係
ス
ル
ヲ
以
テ
、
其
ノ
監
督
ノ
方
法

二
付
テ
ハ
、
之
ヲ
地
方
庁

一二

任
セ
ス
、
予
メ
法
律
ヲ
以
テ
其
ノ
慧
準
ヲ
定
ム
ル
ヲ
必
要
ト
ス
。

加
旋
此
等
工
場

二
於
ケ
ル
工
業
主
職
工
間
ノ
関
係
ヲ
見
ル
ニ
、
親
睦
協
和
恰
モ
家
族
師
弟
タ
ル
カ
如
キ
情
誼
漸
ク
去
リ
、
階
級
的
差
等
間
隙
稽
々
其

ノ
跡
ヲ
現
サ
ン
ト
セ
リ
。
是

レ
実

二
、
工
場
工
業

二
伴
フ
所
ノ
必
然
ノ
結
果

ニ
シ
テ
、
之

ヲ
各
国
ノ
歴
史

二
徴
ス
ル
ニ
皆
然
ラ
サ
ル
ハ
ナ
シ
。
今
ヤ

情
誼
ノ
関
係
既
二
衰
退
シ
テ
、
之

二
代

ハ
ル
ヘ
キ
法
律
上
ノ
関
係
確
立
セ
サ
ル
ヲ
以
テ
、
雇
者
被
雇
者
ノ
規
律
頗

ル
素
乱
シ
、
雇
者

ハ
被
雇
者
ノ
転
々

移
動

ス
ル
ニ
苦
ミ
、
被
雇
者

ハ
亦
往
々

ニ
シ
テ
雇
者
ノ
圧
抑

二
屈
従

ス
ル
ノ
悲
境

二
沈
論

ス
ル
者

ア
リ
、
誘
拐
争
奪
ノ
弊
既

二
起
リ
、
教
唆
強
要
ノ

風
漸
ク
行

ハ
レ
ン
ト
ス
。
此
時

二
当
リ
之
ヲ

一
般
ノ
趨
勢

二
鑑
ミ
、
之
ヲ
本
邦
ノ
実
情

二
照
シ
、
大
体
ノ
法
規

ヲ
設
ケ
テ
ニ
者
ノ
関
係
ヲ
律
シ
、

一

面
以
テ
工
業
者
ノ
為

二
其

ノ
事
業
経
営
ノ
確
実
整
正
ヲ
図
リ
、

一
面
以
テ
労
力
ノ
強
健
風
儀
ノ
保
持
ヲ
企

ツ
ル
モ
ノ
、
是
レ
我
工
業
ヲ
シ
テ
健
全
ナ

ル
発
達
ヲ
遂
ケ
シ
ム
ル
ニ
最

モ
必
要
ノ
事
業
ト
ス
、
是
レ
本
法
ノ
制
定
ヲ
要

ス
ル
所
以
ナ
リ
。
然

レ
共
本
問
題

ノ
関
係
ス
ル
所
極
メ
テ
広
且
大

ニ
シ

テ
、
殊

二
工
業
者
及
労
働
者

ノ
利
害

二
直
接
大
関
係
ヲ
及
ホ
ス
ヲ
以
テ
、
例
令
外
国
ノ
事
歴

二
徴

シ
自
然

ノ
趨
勢

ノ
能
ク
前
知
シ
得

ヘ
キ
モ
ノ
ア
ル

一42
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モ
、
猶
ホ
法
令
ヲ
以
テ

一
朝
急
激
ノ
変
化

ヲ
加

フ
ル
ハ
国
家
経
済
上
大

二
考
慮
ス

ヘ
キ
所
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
本
法

ハ
暫
ク
大
体
ヲ
規
定

シ
、
単

二
大
綱

ヲ
示

シ
テ
弊
害
ノ
最
モ
甚

シ
キ
モ
ノ
ヲ
予
防
ス
ル
ニ
止
メ
、
而
シ
テ
工
場
監
督
官
吏
ヲ
シ
テ
本
法
ノ
実
施
ヲ
監
視
セ
シ
ム
ル
傍
ラ
、
常
時
工
場
ノ
状

態
ヲ
調
査
セ
シ
メ
、
其
ノ
結
果

二
基
キ
テ
詳

二
利
害
得
失
ヲ
衡
量
シ
、
将
来
工
場
工
業
ノ
進
歩

二
応

シ
テ
能
ク
其
ノ
規
律
ヲ
正
シ
、
雇
者
被
雇
者
ノ

調
和
ヲ
計
ラ
ン
コ
ト
ヲ
期

ス
。
因
テ
其
ノ
法
案

ヲ
添

ヘ
テ
之
ヲ
諮
問
ス
。
」
(労
働
省

「労
働
行
政
史
」
第

一
巻
三
三
ー
三
四
頁
)。

労
働
組
合
期
成
会

の
工
場
法

に
対
す
る
修
正
意
見
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

「身
親
し
く
現
時
の
工
場
制
度
の
下
に
あ
り
て
具
さ
に
辛
酸
を
嘗
め

つ
》
あ
る
我
々
職
工
は
此
の
如
き
法
律
施
行
の
必
要
を
痛
感
す
る
や
誠
に
久
し
。

而
し
て
吾
々
は
其
実
歴
に
徴
し
て
此

の
如
き
法
案

の
施
行
は
最
早

一
日
も
忽
か
せ
に
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
を
愛
に
断
言
す
。
…
…
我
々
職
工
の
健
康

を
害
し
又
は
身
命
を
危
ふ
す
る
こ
と
あ
る
は
殆
ん
ど
日
常
の
事
例
に
し
て
我
々
同
業
中
病
魔

の
犯
す
所
と
な
り
て
空
し
く
そ
の

一
生
を
不
幸
の
裡
に

過
し
又
は
生
命
を
失
う
て
妻
子
の
路
頭
に
迷
ふ
者
挙
げ

て
数
ふ
べ
か
ら
ず
…
…
工
業
主
と
我
々
と
の
関
係
よ
り
之
を
見
れ
ば
彼
所
謂
師
弟
的
関
係
な

る
も
の
は
今
や
地
を
払

つ
て
な
し
と
云
ふ
を
揮
ら
ず
我
々
労
働
者
も
亦
人
類

の
道
義
を
解
す
る
も

の
安
ぞ
好
ん
で
仇
を
以
て
恩
に
報
ゆ
る
の
随
挙
を

狽
り
に
す
る
者
な
ら
ん
や
、
然
も
近
年
我
労
働
社
会
に
於
て
瀕
々
と
し
て
同
盟
罷
工
の
挙
あ
る
は
何
が
為
め
ぞ
、
文
化
は
侵
々
と
し
て
進
み
為
に
労

働
者
の
生
活
程
度
も
亦
昔
日
の
如
く
な
る
を
得
ず
、
而
し
て

一
般
物
価
は
酒
々
と
し
て
昇
る
、
此

の
如
く
し
て
労
働
者

の
生
活
は
日
々
刻
々
其
困
難

を
増
せ
り
、
止
む
な
く
し
て
是
を
雇
主
に
訴
ふ
、
若
し
雇
主
に
し
て

一
片
師
父
的
感
念
あ
ら
し
め
ば
進
ん
で
は
労
働
者

の
実
情
を
調
査
し
退
い
て
は

そ
の
窮
状
を
救
済
す
べ
き
道
を
講
ず
べ
き
な
り
、
然

る
に
事
実
は
是
に
反
し
漫
然
我
々
の
訴
願
を
拒
絶
し
殆
ん
ど
其
眼
中
労
働
者

の
痛
苦
な
き
が
如

し
雇
主
の
態
度
已
に
此

の
如
し
、
震
に
於

て
か
労
働
者
と
し
て
は
他
に
求
む
る
の
道
な
く
遂
に
同
盟
罷
工
の
挙
に
出
づ
亦
止
む
を
得
ん
や
然
れ
ど
も

熟
ら
之
を
思

へ
ば
今
日
の
工
場

の
多
く
は
株
主
組
織

に
な
る
、
夫
れ
既
に
株
主
組
織
な
り
其
被
雇
主
と

の
関
係
に
於
て
師
弟
的
情
誼
の
存
せ
ざ
る
は

真
に
宜
な
り
…
…
大
多
数

の
工
業
主
と
我
々
と
の
関
係
は
最
早
師
弟
的
た
る
事
を
得
ざ
る
は
吾
人

の
実
験
せ
る
所
な
る
故

に
我
々
は
或
論
者
が
漫
に

師
弟
的
情
誼

の
存
在
を
説

い
て
工
業
主
と
職
工
と
の
関
係
を
律
す
る
必
要
な
し
と
云
ふ
に
対
し
て
は
唯
之
を
痴
者

の
言
と
し
て

一
笑

に
附
し
去
ら
ん

の
み
…
…
内
地
の
開
放
は
明
年
を
以
つ
て
行
な
は
れ
ん
と
す
、
外
人
の
来
り
て
我
工
業
社
会
に
入
る
や
幾
多
寒
心
す
べ
き
新
関
係

の
起
る
な
き
を
保

す
べ
か
ら
ず
、
之
を
現
今
各
港
居
留
地
内
に
於
け
る
事
実

に
徴
せ
ぼ
惨
忍
刻
薄
の
態
度
を
以
つ
て
労
働
者
に
対
す
る
も

の
あ
り
、
事
情
此
の
如
く
而

し
て
由
来
外
人
工
業
者
は
そ
の
本
国
に
於
て
労
働
者
と
の
衝
突
に
慣
れ
た
る
者
な
れ
ば
そ
の
我
労
働
者
に
臨
む
や
峻
法
厳
律
を
以
て
す
る
は
必
す
べ

き
の
み
な
ら
ず
…
…
権
勢
を
以
て
我
労
働
者
を
圧
伏
し
為

に
可
憐
な
る
労
働
者
を
し
て
惨
境
に
沈
倫
せ
し
む
る
や
も
計
り
難
し
、
特

に
婦
女
幼
童

の

使
役
に
対
し
て
は
幾
多
震
標
す
べ
き
事
実

の
生
ず
る
な
き
を
保
す
べ
か
ら
ず
」
(法
文
上

の
修
正
意
見
は
、
省
略
)
(労
働
省

「労
働
行
政
史
」
第

一

巻
四
〇
1
四
二
頁
)。

大
河
内

一
男
解
説

「生
活
古
典
叢
書
4

職
工
事
情
」
光
生
館

一
九
八

一
年

一
一
頁
。

間
宏

「前
掲
書
」
五
三
頁
以
下
。

「工
場
法
案
ノ
要
領
」

の
全
文
に

つ
い
て
は
、
間
宏

「前
掲
書
」

「工
場
法
案
調
査
資
料
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

43-一
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問
宏

「前
掲
書
」
六
頁
。
労
働
省

「前
掲
書
」
三

一
ー
三
二
頁
。

生
産
調
査
会

の
修
正
工
場
法
案

の
全
文
に
つ
い
て
は
、
労
働
省

「前
掲
書
」
四
二
頁
。

労
働
省

「前
掲
書
」
第

一
巻
四
五
頁
。

労
働
省

「前
掲
書
」
第

一
巻

四
六
頁
。

岡
実

「工
場
法
論
」
有
斐
閣
、
大
正
二
年
、

一
頁
。

間
宏

「前
掲
書
」
四
頁
。

労
働
省

「前
掲
書
」
七

一
-
七
六
頁
。

谷
野

セ
ツ

「婦
人
工
場
監
督
官
の
記
録

(上
〉
」
ド
メ
ス
出
版
、

一
九
八
五
年

二
八
九
頁
。

北
川
信

「
一
解
説
」
、
谷
野
セ
ツ

「前
掲
書
」
二
八
頁
。

谷
野

セ
ツ
氏
の
工
場
監
督
官
補
と
し
て
の
活
動
状
況
に

つ
い
て
は
、
前
出

「婦
人
工
場
監
督
官
の
記
録
」

谷
野
セ
ツ
論
文
集

に
お
い
て
、
詳
細
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

(上

・
下

)
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